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はじめに：貸金業（ノンバンク）の総貸付残高・利用者層の特徴はじめに：貸金業（ノンバンク）の総貸付残高・利用者層の特徴

ノンバンクの総貸付残高は全体で約38兆円。

所得の低い個人や小規模な企業が利用者の中心となっている。

また、金融機関（銀行等）と提携した保証事業は全体で約4兆円。

資金供給の担い手資金供給の担い手 主な貸付形態と残高主な貸付形態と残高

預金取扱
金融機関

出典：日本銀行統計、
金融庁「貸金業関係統計資料集」（以上、H２1年３月）、
JFSA 月次統計資料（H２1年４月）

公的金融機関

ノンバンク

個人
向け

消費者信用

住宅向貸付

企業向貸付

12兆円

143兆円

467兆円

個人
向け

住宅向貸付

消費者信用

企業向貸付

34兆円

272兆円

消費者向貸付

事業者向貸付

16兆円

22兆円

出典：JFSA認知調査（H21年度）、資金需要者調査（H20年度）
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（＊ノンバンクの総貸付残高は、金融庁「貸金業関係資料集」より引用）

保証事業保証事業 4兆円
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はじめに：貸金業法改正の背景・枠組みはじめに：貸金業法改正の背景・枠組み

平成18年12月、社会問題化した「多重債務問題」の対応策として改正貸金業法が成立。

その内容は、「上限金利引下げ」や「年収の３分の１を超える貸付の原則禁止（総量規制）」など、
貸金業者のみならず、一般利用者にも大きな影響のある抜本的な改正となった。

改
正
貸
金
業
法
の
３
つ
の
柱

出資法の上限金利（29.2％）を利息
制限法の水準（15％～20％）に引下げ

上限金利の
引き下げ

年収の３分の１を超える貸付の
原則禁止

総量規制の

導入

財産的基礎要件の引き上げ

行為規制の強化

貸金業務取扱主任者の必置化 等

貸金業の
適正化

※平成22年6月までに施行（第4条施行）

※平成22年6月までに施行（第4条施行）

※段階的に施行中

多重債務問題の
解決へ
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＜参考＞＜参考＞ ノンバンクと国内銀行の市場規模の推移ノンバンクと国内銀行の市場規模の推移

消費者向け貸金業者の市場規模は、平成13年まで順調に拡大し、平成17年まで横ばいで推移
していたものの、平成17年以降は減少傾向に変化。 （国内銀行以上に減少）

出典：旧・日本クレジット産業協会「消費者信用統計」、日本銀行統計

ノンバンクと国内銀行の貸出・残高の推移ノンバンクと国内銀行の貸出・残高の推移

※ 国内銀行の新規貸出及び残高：個人向け貸出金（消費財・サービス購入資金）
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はじめに：貸金業者（協会員）の業種別構成はじめに：貸金業者（協会員）の業種別構成

出典： JFSA 平成21年8月末時点の協会員情報
金融庁「貸金業関係統計資料集」（平成21年3月末）

※ 当分類は、金融庁貸金業関係統計資料における分類に準拠

貸金業者には多数の業態があり、協会では下記12業態分類で業者全体を把握。

（社） （％） （億円） （％） （社） （％） （億円） （％）

1 消費者向無担保貸金業者
 ・ 消費者向貸付残高が合計貸付残高の５割以上で、

 ・ 無担保（除住宅向）貸付残高が最も多いもの
1,177 45.5% 75,787 38.9% 1,665 38.8% 72,853 19.2%

2 消費者向有担保貸金業者
 ・ 消費者向貸付残高が合計貸付残高の５割以上で、

 ・ 有担保（除住宅向）貸付残高が最も多いもの
228 8.8% 1,695 1.0% 314 7.3% 1,933 0.5%

3 消費者向住宅向貸金業者
 ・ 消費者向貸付残高が合計貸付残高の５割以上で、

 ・ 住宅向貸付残高が最も多いもの
42 1.6% 3,153 1.5% 78 1.8% 6,158 1.6%

4 事業者向貸金業者
 ・ 事業者向貸付残高が合計貸付残高の５割以上で、

 ・ 下記5.～12.のいずれにも該当しないもの
596 23.0% 24,590 15.1% 1,184 27.6% 168,546 44.5%

5 手形割引業者
 ・ 事業者向貸付残高が合計貸付残高の５割以上で、

 ・ 手形割引残高が５割以上
84 3.2% 655 0.4% 206 4.8% 961 0.3%

6 クレジットカード会社  ・ 日本クレジットカード協会に加盟しているもの 170 6.6% 33,863 13.5% 154 3.6% 24,635 6.5%

7 信販会社  ・ 割賦購入あっせん業者として登録しているもの 54 2.1% 34,261 18.7% 112 2.6% 54,434 14.4%

8 流通・ﾒｰｶｰ系ｸﾚｼﾞｯﾄ会社
 ・ 電気機械器具関係・自動車関係の公益法人に加盟しているもの

 ・ 日本百貨店協会、日本チェーンストア協会等に加盟しているもの
35 1.4% 16,461 6.1% 60 1.4% 4,317 1.1%

9 建設・不動産業者  ・ 建設・不動産関係の公益法人に加盟しているもの 68 2.6% 1,044 0.8% 202 4.7% 4,962 1.3%

10 質屋  ・ 質屋の許可を受けているもの 5 0.2% 15 0.0% 65 1.5% 132 0.0%

11 リース会社  ・ (社) リース事業協会に加盟しているもの 47 1.8% 10,052 3.8% 96 2.2% 39,435 10.4%

12 日賦貸金業者  ・ 日賦貸金業者として登録されているもの 83 3.2% 79 0.0% 157 3.7% 95 0.0%

合　　　　計 2,589 100.0% 201,660 100.0% 4,293 100.0% 378,467 100.0%

残高

協会員（平成21年8月末） （参考）金融庁公表分（平成21年3月末）

業態名 定義　（要約） 事業者数 残高 事業者数



件数 残高 件数 残高

（社） （百万円） （社） （百万円）

914 35.3% 52,321 0.3% 1,000万円未満 469 18.1% 976 0.0%

1,675 64.7% 20,113,724 99.7% 1億円未満 939 36.3% 39,807 0.2%

2,000万円未満 792 30.6% 463,543 2.3% 500億円未満 1,125 43.5% 2,701,436 13.4%

5,000万円未満 363 14.0% 413,414 2.1% 5,000億円未満 47 1.8% 8,310,866 41.2%

5,000万円以上 520 20.1% 19,236,767 95.4% 5,000億円以上 9 0.3% 9,112,960 45.2%

2,589 100.0% 20,166,045 100.0% 合計 2,589 100.0% 20,166,045 100.0%

構成比

個　　人

法　　人

合計

構成比 構成比 構成比
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はじめに：協会員の規模別構成はじめに：協会員の規模別構成

業者規模も大小幅広く分散している。

但し、貸付残高規模で見ると、社数比で2.1％の500億円以上の業者が、貸付残高全体の86.4％

を占める。

資本金別業者構成 貸付残高別業者構成

86.4％

出典： JFSA 平成21年8月末時点の協会員情報から作成

2.1％



ⅠⅠ．貸金マーケットの状況．貸金マーケットの状況
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ⅠⅠ--11．貸金市場の規模－残高・件数・単価．貸金市場の規模－残高・件数・単価（平成（平成1919年年99月～平成月～平成2121年年33月）月）

貸付残高は、一年半の間に、16.6兆円から13.8兆円に約2.8兆円（17％）の減少。

消費者向無担保貸付は、貸付件数が約340万件（6％）減少し、貸付単価は14％低下。

事業者向無担保貸付は、貸付件数が約12万件（43％）減少の一方、貸付単価は48％上昇と貸

付先の選別が進展。

貸付残高の推移貸付残高の推移
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ⅠⅠ--22．貸金市場の規模－金利帯別貸付残高．貸金市場の規模－金利帯別貸付残高（消費者向貸付）（消費者向貸付）

無担保貸付における「20％超から29.2％」の貸付残高割合は53％から41％へ低下。

金利帯別貸付残高の推移（消費者向貸付）金利帯別貸付残高の推移（消費者向貸付）

今年度調査
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昨年度調査
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出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H20・H21年度）
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ⅠⅠ--33．貸金市場の規模－金利帯別貸付残高．貸金市場の規模－金利帯別貸付残高（事業者向貸付）（事業者向貸付）

事業者向貸付における「20％超から29.2％」の貸付残高割合は41％から9％へ低下。

金利帯別貸付残高の推移（事業者向貸付）金利帯別貸付残高の推移（事業者向貸付）

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H20・H21年度）
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消費者向貸付金額（※）は、直近1年間の平均で、前年同月比▲19.2％で推移。

※消費者向貸付金額：消費者向の［無担保貸付］、［有担保貸付］、［住宅向貸付］を合計したもの。
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出典:JFSA 月次統計資料（H20・H21年度）

ⅠⅠ--44．月間貸付金額（供与額）の推移．月間貸付金額（供与額）の推移（（1/41/4）－消費者向貸付）－消費者向貸付



事業者向貸付金額（※）は、月毎にばらつきがあるが、直近1年間の平均で、前年同月比
▲41.6％で推移。

※事業者向貸付金額：事業者向の［信用貸付（無担保・保証付）］、［担保貸付（不動産・証券他）］ を合計したもの。

出典:JFSA 月次統計資料（H20・H21年度） 14
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ⅠⅠ--44．月間貸付金額（供与額）の推移．月間貸付金額（供与額）の推移（（2/42/4）－事業者向貸付）－事業者向貸付
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事業者向信用貸付（保証付）は、直近1年間の平均で、前年同月比▲84.9％で推移。

出典:JFSA 月次統計資料（H20・H21年度）
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ⅠⅠ--44．月間貸付金額（供与額）の推移．月間貸付金額（供与額）の推移（（3/43/4）－事業者向貸付（信用貸付・保証付））－事業者向貸付（信用貸付・保証付）



事業者向不動産担保貸付は、直近１年間の平均で、前年同月比▲82.5％で推移。

出典:JFSA 月次統計資料（H20・H21年度）
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ⅠⅠ--44．月間貸付金額（供与額）の推移．月間貸付金額（供与額）の推移（（4/44/4）－事業者向貸付（不動産担保貸付））－事業者向貸付（不動産担保貸付）
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ⅠⅠ--55．貸付残高の見通し．貸付残高の見通し

貸金業者への調査結果から、今後も残高は減少の見通し。

消費者向無担保貸付残高消費者向無担保貸付残高 今後の見通し今後の見通し 事業者向無担保貸付残高事業者向無担保貸付残高 今後の見通し今後の見通し

（n=716) （n=372)

増加
34
5%

横ばい
140
20%

減少
542
75%

増加
23
6%

横ばい
145
39%

減少
204
55%

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）
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ⅠⅠ--66．貸付残高の減少要因．貸付残高の減少要因

貸付残高減少の最大の要因は改正貸金業法の施行

改正貸金業法の中では、貸付残高減少の最大の要因は「総量規制の導入」。

貸付残高減少見通しの根拠貸付残高減少見通しの根拠 （消費者向無担保貸付）（消費者向無担保貸付）
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資金調達状況の変化

貴社における商品・サービスの見直し

競合他社や他業界からの新規参入の状況

その他

93%

61%

59%

27%

22%

20%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

過剰貸付の禁止（総量規制の導入）

利息制限法の上限利率を超える契約の禁止

（貸付上限金利の引下げ）

指定信用情報機関からの情報照会による

返済能力調査義務

財産的基礎要件の引上げ

（4条施行に伴う5,000万円への引上げ）

書面交付義務の強化

（事前書面交付義務など）

貸金業務取扱主任者の必置化

その他

「改正貸金業法の施行」の内訳「改正貸金業法の施行」の内訳

（n=540) （n=512)

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）



ⅡⅡ．貸金業者の現状．貸金業者の現状
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ⅡⅡ--11．貸金業登録事業者数の推移．貸金業登録事業者数の推移

出典： 金融庁貸金業関係統計資料
※ 各年度末時点（3月）の数値
※ 直近は平成21年8月末の数値

＜背景＞ ヤミ金融被害の深刻化 、トイチ*（都（1）登録） 問題

○ ： 新規項目 △ ： 強化等

平成元年3月以降、漸減傾向であり、ヤミ金融対策法の施行（平成16年1月）により、貸金業に
対する厳格な参入規制が導入されて以降大幅に減少、さらに改正貸金業法の公布（平成18年
12月）により、登録業者数は更に減少。（昭和61年の約10分の1）

ヤミ金融対策法 （平成16年1月施行）

登録要件の厳格化
△登録審査や人的要件の強化
○財産的基礎要件の審査 等

主任者制度 ○貸金業務取扱主任者の設置

業務規制の強化
△取立行為規制の強化 ○身分証の携帯義務
△広告・勧誘規制の強化 ○偽り等不正行為の禁止

罰則強化（H15.9） △高金利違反 △無登録営業

＜背景＞ 多重債務 問題の深刻化

改正貸金業法 （平成18年12月公布）

参入条件の厳格化 △財産的基礎要件の強化

自主規制機能強化 ○日本貸金業協会の設置

主任者制度 △貸金業務取扱主任者の国家試験化

業務規制の強化 △取立行為規制の強化 △事前書面交付義務

業務改善命令 ○業務改善命令の導入

総量規制 ○借入額の規制

上限金利の引き下げ △上限金利の引き下げ（出資法） ○みなし弁済の廃止

*ヤミ金としての処分を免れるため、東京都へ貸金業登録をした上で違法な行為をする業者の俗称
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ⅡⅡ--22．． 協会員数の推移協会員数の推移

出典： JFSA月次統計資料

会員数は漸減傾向である一方、加入率は上昇傾向。

廃業者の声や廃業による影響等廃業者の声や廃業による影響等

■ 地方では中小零細の貸金業者の廃業に加

え、大手の営業所も撤退したため、資金需要
者が困窮している。

■ 廃業後、無登録で融資をしている業者がある

ようだが、従来のヤミ金融と違って強引な取り
立てなどがないようで、苦情や被害の訴えが
あがってこない。

■ 廃業理由は新規貸付はもう行わないという理

由が圧倒的に多い。また、廃業後は、債権譲
渡もできないため、粛々と自主回収を行ってい
る先が大多数である。

■ 廃業後も融資の申し込みが継続的に入る。
2-3日でいいから貸してくれ、貸してくれないな

ら他を紹介してくれ、との声が多い。

※JFSA支部では、業者の退会、廃業等の受付業務を行っている。（一部支部を除く）

（JFSA支部職員へのヒアリングより）
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ⅡⅡ--33．貸金業者の経営状況－．貸金業者の経営状況－収益の推移収益の推移

平成20年度の営業損益を「増益」と回答した265者のうち、123者（46.4%）は平成19年度が赤字
（損益ゼロ含む）であり、64者（24.2%）は平成20年度も赤字（損益ゼロを含む）という結果であっ

た。

平成平成2020年度の営業損益の状況年度の営業損益の状況 改正貸金業法完全施行後の損益見通し改正貸金業法完全施行後の損益見通し

(n=984)

減益
760
77%

変化な
し

205
21%

増益
19
2%

(n=688)

増益
265
39%

変化
なし
78
11%

減益
345
50%

改正貸金業法の影響を加味すると、77%が「減益（見通し）」と回答した。

出典：JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）
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　(n=1,946)

　(平成20年9月末) 前年同月比％

  消費者向無担保貸金業者 22,769 -11.7

  消費者向有担保貸金業者 742 0.5

  消費者向住宅向貸金業者 515 17.6

  事業者向貸金業者 5,271 -20.0

  手形割引業者 320 -9.3

  クレジットカード会社 22,758 -8.6

  信販会社 27,197 -3.0

  流通・メーカー系会社 20,657 -21.8

  建設・不動産業者 254 5.8

  質屋 24 -7.7

  リース会社 3,165 2.4

  日賦貸金業者 276 -1.4

  合計 103,948 -11.1

　融資業務に関わる従業員数

ⅡⅡ--44．貸金業者の経営状況－．貸金業者の経営状況－コスト削減コスト削減

厳しい経営環境を見据え、貸金業者は経営改善努力を進めており、店舗は1年で23％程度削減、
人員は前年比11％程度削減している。

店舗削減状況 人員削減状況

出典：JFSA 「従業員数等に関する調査」（H20年度）

出典:JFSA 月次統計資料（H20年度・H21年度）
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コスト効率を勘案し、店舗の統廃合は地方部を中心に進んでいる（協会員へのヒアリングによる）。

対象：協会員 回答社数：1,946社
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ⅡⅡ--55．貸金業者の経営状況－．貸金業者の経営状況－コスト構造コスト構造

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H20・H21年度）

収支項目の営業貸付金残高比率の推移（加重平均）収支項目の営業貸付金残高比率の推移（加重平均）

コストが利息収入を上回り、
事業構造として大変厳しい。

「その他販売管理費」を中心に、コスト削減努力を進めるものの、利回りの低下等により、利息収
入がそれ以上に減少。

平成20年度は、利息返還費用を除いた営業費用でも利息収入を上回り、すでに事業構造が成り

立たない状況。

(n=415)
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ⅡⅡ--66．貸金業者の経営状況－．貸金業者の経営状況－資金調達資金調達

直近1年間の金融機関の貸出姿勢について、アンケート回答者の約58％は「変わらない」と
回答、40％は「厳しくなった」と回答。

将来的な借入可能枠の見通しについては「増える」が4％、「変化なし」が56％だが、「大幅減」
「微減」をあわせて40％。

直近１年間の金融機関の貸出姿勢直近１年間の金融機関の貸出姿勢 将来的な借入可能枠の見通し将来的な借入可能枠の見通し

(n=544)
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なった
217
40%変わら
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314
58%

緩和し
た
13
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（n=445）

大幅増
3
1%
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12
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変化な
し

252
56%

微減
90
20%

大幅減
88

20%

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）
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ⅡⅡ--77．貸金業者の経営状況－利息返還請求．貸金業者の経営状況－利息返還請求

利息返還請求の対応コストは、3年間で4兆円を超える規模。

請求者の請求時点の取引状況は、延滞中が46％。請求元は弁護士・司法書士で90％超。

利息返還コストの推移利息返還コストの推移

請求者のプロフィール

（請求者／請求元）

請求者
（請求時点における取引状況）

完済・

残高な

しの先
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（n=463）
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35%
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0 5,000 10,000 15,000 20,000

利息返還金

利息返還請求に伴う

元本毀損額

期末利息返還

引当金残高

（単位：億円）

平成20年度

平成19年度

H21年度調査結果

n=334
n=305

n=259
n=249

n=222
n=207

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H20・H21年度）
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ⅡⅡ--88．貸金業者の経営状況－事業継続の可能性（．貸金業者の経営状況－事業継続の可能性（1/21/2））

72％が事業継続の意向を示す一方、9％が廃業、8％が新規貸付停止を予定。

廃業・新規貸付停止等を見込む理由の多くは、金利引下げや総量規制導入による収益悪化。

完全施行後の事業継続の可能性完全施行後の事業継続の可能性 事業継続困難等の理由事業継続困難等の理由

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

58%

47%

35%

30%

21%

20%

18%

17%

14%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上限金利引下げによって

収益が悪化した（する）から

総量規制の導入によって収益が

悪化した（する）から

利息返還請求の負担が重いから

財産的基礎要件への対応が

困難だから

貸付先の信用力が

低下した（する）から

貸金業務取扱主任者の必置化

への対応が困難だから

資金調達環境が

悪化した（する）から

後継者が不足しているから

貸付先からの資金需要に

応えられなかった

（応えられない）から

その他

(n=187)

（複数回答）

72%

19%

9%

8%

3%

0%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4条施行後も、これまでどおり

事業を継続する

4条施行後の事業継続について、

わからない

4条施行までに、もしくは、

4条施行後のいずれかの時点で

廃業する

4条施行後、事業は継続する

ものの、新規貸付を停止する

4条施行後の事業継続について、

検討していない

4条施行までに、もしくは、

4条施行後のいずれかの時点で

民事再生手続きを行う

その他

(n=1,021)

（複数回答）



28

ⅡⅡ--88．貸金業者の経営状況－事業継続の可能性（．貸金業者の経営状況－事業継続の可能性（2/22/2））

廃業や民事再生を予定している貸金業者の57％が完全施行（遅くとも平成22年6月）までに実施

することを予定。

廃業や民事再生を予定している貸金業者の67％が「廃業後は既存債権の回収のみ」と回答し、

みなし貸金業者の増加の可能性。

廃業等の実施予定時期廃業等の実施予定時期
廃業等を実施した後の廃業等を実施した後の

既存債権への対応既存債権への対応

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

17%

6%

34%

16%

3%

0%

2%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009年中

（2009年12月31日まで）

2009年度内

（2010年3月31日まで）

4条施行まで

（遅くとも2010年6月18日まで）

4条施行から1年経過

したくらいの時点まで

4条施行から2年経過

したくらいの時点まで

4条施行から3年経過

したくらいの時点まで

4条施行から3年経過した

時点より先（将来）

わからない（検討していない）

（n=112）
廃業や民事再生手続きを予定している時期

57％

67%

41%

11%

10%

10%

0% 50% 100%

廃業後に既存債権の

回収のみを続ける

廃業までに、可能な限り、

既存債権の回収や解消を図る

既存債権の譲渡を検討している

既存債権の取扱いについて、

特に検討していない

その他

（n=135）

（複数回答）
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＜参考＞＜参考＞ 法改正に対する貸金業者の声法改正に対する貸金業者の声

上限金利引下げや総量規制導入による経営環境の悪化を懸念する意見が多く（「採算が取れず、
事業を継続できるか心配」）、貸金市場や資金需要者への影響など、社会的な問題を指摘する声
もある。

上限金利引下げについて上限金利引下げについて 総量規制の導入について総量規制の導入について

出典:JFSA 経営実態調査（H21年度）

56%

35%

15%

7%

4%

4%

4%

4%

1%

75

47

20

10

5

5

5

5

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

金利引下げによって採算が

取れなくなっており、事業を続けられるか

心配だ

上限金利を引上げるよう、再度、

法制度の見直しを図ってほしい

貸金業者の廃業により、

貸金市場全体が停滞するだろう

資金需要者が困窮し、

社会的な問題が起きかねない

遅延利率が下がることで、

借入人からの資金回収が困難になる

中小の貸金業者の実情を理解した

法改正になっていない

中小の貸金業者とヤミ金融・大手金融業者を

一緒に扱わないでほしい

ヤミ金融が拡大するだろう

弁護士や司法書士だけが

恩恵を受ける法改正だ

（n=135）

29%

25%

14%

14%

12%

9%

6%

6%

4%

22

19

11

11

9

7

5

5

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総量規制はかなり厳しく、営業が

苦しくなるので廃止してほしい

総量規制導入後は、個人に対する

貸付が激減する

総量規制により締め出された

資金需要者が、ヤミ金融に流れる

懸念がある

借りられなくなる層の人たちからの

生活保護、破産等の増加が懸念される

4条施行前に廃業予定である

指定情報機関の利用にかかる

費用が高すぎる

自由競争社会において資金需要関係は

各々の自治に委ねるべきである

返済能力がある資金需要者にまで

影響を与える

総量規制について知っている人は

少数だと思うので

実施を先送りにすべきである

（n=77）



ⅢⅢ．貸金業法改正の効果．貸金業法改正の効果



完全施行に先行し、既に、業法改正の効果が進行している。

改
正
貸
金
業
法
の
３
つ
の
柱

改
正
貸
金
業
法
の
３
つ
の
柱

平成19年度から平成20年度にかけて
貸付金利20％超の残高割合は、
53％から41％に低下

上限金利の上限金利の
引き下げ引き下げ

総量規制の総量規制の

導入導入

貸金業務取扱主任者の国家試験の実施（合格者の確保）

相談窓口の整備・件数増加

協会員に対する監査と処分の実施

貸金業の貸金業の
適正化適正化

消費者向無担保貸付消費者向無担保貸付

平成19年度から平成20年度にかけて
貸付金利20％超の残高割合は、
41％から9％に低下

一年半の間に、貸付残高が約700億円
（14.4％）減少

事業者向無担保貸付事業者向無担保貸付

※※1010ページ参照ページ参照

※※3434--3636ページ参照ページ参照

※※1111・・1212ページ参照ページ参照

31

多重債務者の減少

一年半の間に、貸付残高が約2.5兆円
（19.5％）減少し、貸付単価が14％低下

多重債務者の減少

ⅢⅢ--11．．業法改正効果業法改正効果
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ⅢⅢ--22．．多重債務者数の推移多重債務者数の推移

借入件数5件以上の利用者は、2年余（H19.2～H21.5）で177万人 → 59万人へ減少。（▲67％減）

32
出典:金融庁「無担保無保証借入の残高がある者の借入件数毎登録状況」
（全国信用情報センター連合会/日本信用情報機構のデータ）

無担保無保証借入の残高がある者の借入件数ごとの登録状況無担保無保証借入の残高がある者の借入件数ごとの登録状況
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ⅢⅢ--33．．相談窓口の整備状況（相談窓口の整備状況（1/21/2）－行政）－行政

平成20年度の相談件数合計は、都道府県、市区町村、財務局等を合わせて約14.4万件。

33出典:金融庁「相談窓口アンケート調査」

相談件数の推移（平成相談件数の推移（平成2020年度）年度）

単位：件

年度合計：14.4万件



34

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

H19年度 H20年度 H21年度

（件数）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

（構成比）

貸付自粛依頼・撤回 返済困難 融資関連(借入相談等)（*）

同、構成比 同、構成比 同、構成比

日本貸金行協会は、消費者からの苦情・相談受付、カウンセリングを実施。平成20年度の相
談件数合計は、約4.2万件。

「貸付自粛依頼・撤回」は数としては多いものの漸減しており、「融資関連（借入相談等）」が
増加傾向。「返済困難」も減少している。

*平成20年8月から集計開始
（7月以前は「その他」項目に含まれる）

ⅢⅢ--33．相談窓口の整備状況（．相談窓口の整備状況（2/22/2）－日本貸金業協会「相談センター」）－日本貸金業協会「相談センター」

出典:JFSA 月次統計資料（H20・H21年度）
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ⅢⅢ--44．．貸金業者のガバナンス強化貸金業者のガバナンス強化

日本貸金業協会は、協会員の適正な社内態勢整備状況及び実施状況の確認と向上を目指し、
監査及び指導を実施。

書類監査の報告書未提出や法令違反を理由に、除名、会員権の停止、及び譴責等の処分及び
勧告を行っている。

出典:JFSA プレスリリース

処分事由 処分決定日 除名 会員権の停止 譴責 勧告

平成20年度書類監査に
おける「書類報告書」の

未提出
平成21年9月25日 6会員 50会員 1会員 51会員

法令違反
（高金利、帳簿の閲覧）

平成21年5月25日 - 1会員 - -

法令違反（高金利） 平成20年11月25日 - 2会員 - 2会員

法令違反（公的給付に係る
預金通帳の保管）

平成20年11月25日 - 3会員 - 3会員

平成19年度書類監査に
おける「書類報告書」の

未提出
平成20年9月24日 - 81会員 26会員 107会員

貸金業者に対する処分・勧告の状況貸金業者に対する処分・勧告の状況

*除名を除く



貸金業の適正化の一環として、貸金業務取扱主任者制度についても抜本的な見直しが行われ
た。

36

貸金業務取扱主任者の国家試験を実施し、平成21年8月に実施した第1回試験では44,708人が
受験し、31,340人が合格（合格率70.1%）。第2回試験は11月22日、第3回は12月20日の予定。

試験日 申込者 受験者 合格者 試験地

第1回貸金業務取扱

主任者資格試験
平成21年8月30日 46,306人 44,708人 31,340人

札幌、仙台、千葉、東京、
埼玉、横浜、高崎、名古
屋、金沢、大阪、京都、
神戸、広島、高松、福岡、
熊本、沖縄

第2回貸金業務取扱

主任者資格試験
平成21年11月22日 － － － －

第3回貸金業務取扱

主任者資格試験
平成21年12月20日 － － － －

ⅢⅢ--55．貸金業務取扱主任者の国家試験化．貸金業務取扱主任者の国家試験化

出典:JFSA プレスリリース



ⅣⅣ．マクロ経済環境の変化．マクロ経済環境の変化
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ⅣⅣ--11．雇用情勢と消費活動の動向．雇用情勢と消費活動の動向

雇用情勢は世界同時不況後に悪化。 （完全失業率は5％台後半、有効求人倍率は0.5倍以下）

消費水準は世界同時不況後に法改正以前の水準まで低下。
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310

10-12

月

1-3月 4-6月 7-9月 10-12

月

1-3月 4-6月 7-9月 10-12

月

1-3月 4-6月

H18 H19 H20 H21

（兆円）

230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

（万円）家計最終消費支出（左軸） 1人当り(*)（右軸）

個人の雇用情勢動向個人の雇用情勢動向 家計消費支出の推移家計消費支出の推移

出典:内閣府「国民経済計算」、総務省「住民基本台帳に基づく
人口・人口動態及び世帯数」出典:厚生労働省「労働力調査」「一般職業紹介」

*各年3月末の人口推計値を用いて算出
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ⅣⅣ--22．中小企業の景況感．中小企業の景況感

業況判断DI、資金繰りDI、借入難易度DIともに、平成20年第三四半期以降、急速に悪化。
平成21年第2四半期以降、改善の兆しを見せたものの、リーマンショック以前に戻ったにすぎない。

出典:東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」出典:中小企業基盤整備機構府「中小企業景況調査」

中小企業の景況、資金調達環境に関する中小企業の景況、資金調達環境に関するDIDIの推移の推移 ＜参考＞＜参考＞ 中小企業中小企業(*)(*)の倒産件数の推移の倒産件数の推移

*中小企業基本法に基づく
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短期金融市場の金利は、世界同時不況後の大幅金融緩和策により低下している一方、
貸金業者に限定すると、調達環境の厳しさから金融機関からの借入金は減少傾向が継続。

出典:日本銀行統計

短期金融市場における金利の推移短期金融市場における金利の推移 （貸金業者）金融機関からの借入金増減（貸金業者）金融機関からの借入金増減
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無担保一ヶ月物コールレート

国内CP一ヶ月物発行金利

60%

67%

14%

14%

12%

37%

26%

21%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005-2006年度
(n=556)

2006-2007年度
（n=458）

2007-2008年度
（n=473）

減少 変化なし 増加

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

ⅣⅣ--33．金融市場（金利動向）の推移．金融市場（金利動向）の推移



ⅤⅤ．資金需要者への影響と動向．資金需要者への影響と動向



42

金利引下げは、第4条施行に先行して対応が進んでいる。

上限金利引下げに伴い対応が必要な貸付先数割合（新規貸付）上限金利引下げに伴い対応が必要な貸付先数割合（新規貸付）

消
費
者
向
け

無
担
保
貸
付

事
業
者
向
け

無
担
保
貸
付

直近月末時点の新規貸付先（新規先）－貸付残高規模別

76%

78%

88%

75%

7% 6%38%

6%

6%

3%

5%

6%

13%

11%

10%

11%

3%
2%

6%

3%

10%

13%

5%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5億円以下（n=88）

～100億円以下（n=63）

～500億円以下（n=18）

～5,000億円以下（n=16）

5,000億円超（n=8）

0% 0％超～5％以下 5％超～15％以下 15％超～25％以下 25％超～40％以下 40％超～60％以下 60％超～80％以下 80％超～100％

（n=193）

直近月末時点の新規貸付先（新規先）－貸付残高規模別

73%

86%

86%

100%

11% 6%43% 4%

8%

14%

8%

11%

4%

14%

11%

4%

4% 11%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5億円以下（n=47）

～100億円以下（n=26）

～500億円以下（n=7）

～5,000億円以下（n=7）

5,000億円超（n=4）

0% 0％超～5％以下 5％超～15％以下 15％超～25％以下 25％超～40％以下 40％超～60％以下 60％超～80％以下 80％超～100％

（n=91）

貸付残高規模が
大きくなるほど、
先行して、上限
金利引下げ対応を
進めている

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

ⅤⅤ--11．上限金利引下げ－貸金業者の対応状況．上限金利引下げ－貸金業者の対応状況
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ⅤⅤ--22．審査姿勢の変化．審査姿勢の変化

融資申込みに対する審査姿勢につき、直近1年間と今後の見通しについて調査。

約7割の貸金業者が既に審査を厳格化。今後の見通しも厳格化が約7割。

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

現
状

今
後
の
見
通
し

初期審査状況（消費者向無担保貸付）

平成18年12月以降

緩和した

2

0%

変化なし

204

33%

厳しくし

た

412

67%

（n=618）

初期審査状況（消費者向無担保貸付）－平成18年12月以降　＜貸付残高規模別＞

59%

69%

88%

40%

25%

31%

12%

0%

0%

100%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5億円以下（n=337）

5億円超～

100億円以下（n=220）

100億円超～

500億円以下（n=29）

500億円超～

5,000億円以下（n=25）

5,000億円超（n=7）

厳しくした 変化なし 緩和した

初期審査状況（消費者向無担保貸付）

今後の見通し

貸付停

止を予

定

54

8%

緩和予

定

4

1%

変化なし

158

24%
厳しくす

る

429

67%

（n=645）

初期審査状況（消費者向無担保貸付）－今後の見通し　＜貸付残高規模別＞

64%

59%

80%

23%

25%

38%

20%

29%

1% 12%

4%

3%

71%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5億円以下（n=360）

5億円超～

100億円以下（n=224）

100億円超～

500億円以下（n=29）

500億円超～

5,000億円以下（n=25）

5,000億円超（n=7）

厳しくする 変化なし 緩和予定 貸付停止を予定
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ⅤⅤ--33．成約率の推移．成約率の推移

貸金業者に借入の申込件数と契約件数を調査し、成約率を算出。

⇒月間申込数約27万件に対し、契約は約7万件。4件に3件は融資断りの状況。（H21.3）

⇒成約率は、1年半で約37％から約27％に低下。（H19.9～H21.3）

成約率－消費者金融業態における消費者向無担保貸付成約率－消費者金融業態における消費者向無担保貸付

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H19.9 H20.3 H20.9 H21.3

（件）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
申込件数 契約件数 成約率

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）
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ⅤⅤ--44．借入申込結果の状況．借入申込結果の状況

直近１年間で借入の申込みを行った資金需要者に対し、申込結果について調査を実施。

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

61.3

%

14.6

%

5.1%

19.0

%

最終的に希望通りの金額で借入れできた

最終的に借入れできたが、希望通りの金額ではなかった

希望通りの金額ではなかったので最終的に借入をやめた

借入を申込んだが最終的に断られた（最終的に借入れできなかった）

⇒約4割の資金需要者が、希望通りの借入を行えていない。

回答数 回答率

最終的に希望通りの金額で借入れできた 84 61.3%

最終的に借入れできたが、希望通りの金額で

はなかった
20 14.6%

希望通りの金額ではなかったので最終的に借

入をやめた
7 5.1%

借入を申込んだが最終的に断られた

（最終的に借入れできなかった）
26 19.0%

合計 137 100.0%

選択肢
消費者金融会社

借入申込み結果借入申込み結果
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ⅤⅤ--55．与信制限者の行動．与信制限者の行動

申込の結果、希望通りの借入ができなかった資金需要者のその後の行動を調査。

⇒支出の抑制をする人が多く、収入を増やす努力もなされる。しかし、他のなんらかの手段で資金を手当
てする、ヤミ金を探すといった回答も見られる。

与信制限者の行動与信制限者の行動

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

57.1%

20.4%

15.3%

12.2%

7.1%

4.1%

3.1%

3.1%

5.1%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借りられた金額に見合った支出に抑えた

家族や親族から借りた

パートやアルバイトをするなど収入を増やす努力をした

友人・知人から借りた

ヤミ金融等非正規の業者を探した

他者・相談窓口に相談した

保有資産を売却した

自己破産など債務整理の手続きを申請した

その他

わからない/覚えていない

選択肢 回答数 回答率

借りられた金額に見合った支出に抑えた 56 57.1%

家族や親族から借りた 20 20.4%

パートやアルバイトをするなど収入を

増やす努力をした
15 15.3%

友人・知人から借りた 12 12.2%

ヤミ金融等非正規の業者を探した 7 7.1%

他者・相談窓口に相談した 4 4.1%

保有資産を売却した 3 3.1%

自己破産など債務整理の手続きを

申請した
3 3.1%

その他 5 5.1%

わからない/覚えていない 5 5.1%

回答者数 98 -

※複数回答



2.8%

9.4%

87.3

%

0.5%
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ⅤⅤ--66．． ヤミ金融の状況ヤミ金融の状況

⇒借入利用者（現在残高あり）の12.2％はヤミ金融利用経験があり、2.8％は現在も利用中。

選択肢 回答数 回答率

借りたことがある（現在も残高あり） 24 2.8%

借りたことがある（現在は残高なし） 80 9.4%

借りたことはない 743 87.3%

わからない/答えたくない 4 0.5%

合計 851 100.0%

⇒ヤミ金融の資金使途は「生活費の補てん」が多く、利用理由は「緊急に資金が必要となったから」が多かった。

ヤミ金融
利用経験者

n=851 は、貸金業者からの借入利用者（現在残高あり）

ヤミ金融との接触ヤミ金融との接触

利用理由利用理由資金使途資金使途

個人（一般消費者）の「ヤミ金融との接触有無」、「資金使途」、「利用した理由」に関し調査

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

32.0%

15.0%

14.0%

10.0%

7.0%

4.0%

4.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費の補てん（ｎ＝32）

事業資金の補てん（ｎ＝15）

その他の借入金返済への充当（ｎ＝14）

レジャー/旅行（ｎ＝10）

趣味/娯楽（非ギャンブル）（ｎ＝7）

医療費（ｎ＝4）

物品購入（ｎ＝4）

ギャンブル費（ｎ＝4）

教育費（ｎ＝3）

冠婚葬祭費（ｎ＝2）

お小遣いの補てん（ｎ＝1）

その他（ｎ＝4）

52.9%

38.5%

27.9%

4.8%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急にお金が必要になったから（ｎ＝55）

正規の貸金業者がどこも貸付を行ってくれなかった

から（ｎ＝40）

ヤミ金融等非正規業者だと分からなかったから

（ｎ＝29）

以前から知っていた事業者だったから（ｎ＝5）

その他（ｎ＝3）
（複数回答）
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ⅤⅤ--77．総量規制導入の影響（．総量規制導入の影響（1/21/2））

貸金業者に対し、既存貸付債権の内、総量規制に該当する債権の保有割合を調査。

総量規制導入の影響　＜消費者向無担保貸付-貸付残高規模別＞

2%

6%

4%

3%

5%

12%

22%

50%

3%

3%

30%

38%

4%

2%

13%

2%

4%

79%

70%

37%

6%
1%

1%
4%

4%

4%

4%

6%

4%

7%

3%
0%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5億円以下（n=103）

～100億円以下（n=47）

～500億円以下（n=10）

～5,000億円以下（n=17）

5,000億円超（n=8）

0% 0％超～5％以下 5％超～15％以下 15％超～25％以下 25％超～40％以下 40％超～60％以下 60％超～80％以下 80％超～100％ 不明

（n=185）

総量規制に該当する既存債権比率の事業者構成比総量規制に該当する既存債権比率の事業者構成比

⇒残高500億円以下の貸金業者は約70％が不明と回答している。また、残高500億円超の貸金業者は、

回答にばらつきが多く、総量規制の導入の影響度をつかめきれていない可能性が高い。

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）
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ⅤⅤ--77．総量規制導入の影響（．総量規制導入の影響（2/22/2））

資金需要者（現在借入利用者）に対し、現在の借入額が年収に占める割合を調査。

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

⇒総量規制の導入により、約半数の現在借入利用者は、新規借入抑制対象となる。

⇒約50％の借入利用者が、年収の１／３以上の借入があることが判った。

＜借入利用者（現在残高あり13,728名中、消費者金融利用者 n=4,064＞

回答数 回答率

年収の1/3を超える方 2,039 50.2%

年収の1/3を超えない方 2,025 49.8%

合計 4,064 100%

年収の

1/3を超え

ない方

49.8%

年収の

1/3を超え

る方

50.2%

総量規制導入の影響総量規制導入の影響
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貸金業者の60％超が、完全施行の影響を受ける個人として、「自営業」、「主婦（主夫）」
「非正規社員」「年収400万円未満」「借入件数3件以上」等を指摘。

完全施行に伴う与信姿勢の変化によって、影響を受ける与信先属性完全施行に伴う与信姿勢の変化によって、影響を受ける与信先属性

54.5%
60.4%

54.5%
55.6%

58.5%
57.5%
58.7%

45.7%
46.7%

59.9%
62.0%

44.8%
66.6%

59.9%
66.7%
66.7%

63.6%
60.7%

55.6%
47.6%

37.6%
39.4%

35.7%
43.0%

55.7%
67.1%
67.1%

65.1%
44.0%

68.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（n=609）
女性（n=578）

20歳以上～30歳未満（n=486）
30歳以上～40歳未満（n=543）
40歳以上～50歳未満（n=566）
50歳以上～60歳未満（n=570）

60歳以上（n=520）
公務員・非営利団体職員（n=348）

会社・団体の経営者・役員（n=360）

給与所得者（n=501）
自営業（n=482）

教職員・医師・弁護士など（n=308）
パート・アルバイト・派遣（n=392）

主婦（主夫）（n=381）
無職・その他（n=344）
100万円未満（n=387）

100万円以上～200万円未満（n=403）

200万円以上～300万円未満（n=418）
300万円以上～400万円未満（n=410）
400万円以上～500万円未満（n=385）

500万円以上～1,000万円未満（n=355）

1,000万円以上（n=298）
不明（n=251）
0件（n=347）

1件（n=349）
2件（n=361）
3件（n=346）
4件（n=310）

5件以上（n=281）
不明（n=266）

性
別

年
代

職
業

年
収

他
社

借
入

件
数

出典:JFSA 経営実態調査（協会員）（H21年度）

ⅤⅤ--88．完全施行の影響を受ける資金需要者像．完全施行の影響を受ける資金需要者像



回答数 認知率

借入できる総額が年収の3分の1までになる 428 42.8%

一社あたりの融資額が50万円を超える場合、
もしくは借入総額が100万円を超える場合には、
年収証明書の提出が必要となる

355 35.5%

上限金利が利息制限法の金利に引き下げられる 339 33.9%

借入情報は全て指定信用情報機関に登録される 255 25.5%

収入のない配偶者による借入の際は、収入のある
配偶者の資力調査が行われ、同意取得も必要と
なる

155 15.5%

回答者数 495 -

（複数回答）

選択肢
今回調査
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ⅤⅤ--99．貸金業法改正の認知率（一般消費者、借入利用者）．貸金業法改正の認知率（一般消費者、借入利用者）

資金需要者に対し、貸金業法改正の認知度を調査。

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

⇒貸金業法改正を「知っている」回答者に対し、知っている改正項目を調査したところ、専業主婦（主夫）に
関する認知が15.5％にとどまる。

＜一般消費者 n=1,000＞ ＜借入利用者 n=1,000＞ ＜認知率 n=1,000、495＞

認知率：借入利用者1,000名における各改正項目の認知比率

⇒一般調査では認知率34％程度（前年比＋14ポイント）、借入利用者の回答に限定しても 49％程度（前
年比＋10ポイント）。

貸金業法改正の認知貸金業法改正の認知

29.3% 31.4% 34.5%4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40.6% 30.9% 19.6%8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容も含めてよく知っている

詳しい内容はわからないがある程度は知っている

聞いたことはあるが、内容は理解していない

まったく知らない
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ⅤⅤ--1010．貸金業法改正の認知率（年収別認知率）．貸金業法改正の認知率（年収別認知率）

貸金業法改正の認知度を資金需要者の年収別で比較。

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

⇒借入利用者の年収別の認知率は、「300万円以下」（39.6%）、「301～500万円」（50.6%）、
「501～700万円」（57.1%）、「701万円以上」（62.6%）となり、低年収なほど貸金業法改正に対する
認知度は低くなっている。

貸金業法改正の認知（年収別認知率）貸金業法改正の認知（年収別認知率）

43.0%

42.0%

31.5%

29.6%

25.2%

17.8%

13.3%

12.2%

4.2%

11.7%

7.6%

20.6%

35.4%

45.4%

33.1% 27.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300万円以下

301～500万円

501～700万円

701万円以上

内容も含めてよく知っている
詳しい内容はわからないがある程度は知っている
聞いたことはあるが、内容は理解していない
まったく知らない

(n=314)

(n=196)

(n=359)

(n=131)



4.1%

0.3%

1.8%

11.7%

61.0%

4.1%

8.5%

7.0%

2.1%

2.3%

3.5%

34.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

相談会（自治体・公共団体が開催している相談会）

ポスター・リーフレット

クレジットカード会社等の利用明細書

新聞・雑誌・ラジオ・インターネットのニュース

記事

ダイレクトメール・電子メール

ブログ・SNS・チャット・口コミ等

ホームページ

インターネット広告（バナー広告等）

雑誌広告

交通広告

新聞広告 22.6%

5.9%

8.3%

11.3%

47.7%

34.7%

1.6%

1.0%

5.5%

4.8%

7.1%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞広告

雑誌広告

交通広告

インターネット広告（バナー広告等）

ホームページ

ブログ・SNS・チャット・口コミ等

ダイレクトメール・電子メール

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットのニュース

記事

クレジットカード会社等の利用明細書

ポスター・リーフレット

相談会（自治体・公共団体が開催している相談会）

その他

貸金業法改正を認知するきっかけとなった媒体について、調査を実施。

＜貸金業法改正を知っている一般消費者 n=341（複数回答）＞ ＜貸金業法改正を知っている借入利用者 n=495 （複数回答） ＞

⇒貸金業法改正を知っているとした一般消費者に対して、法改正を認知した媒体について調査したところ
「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットのニュース記事」が61.0%と最も高く、次いで「新聞広告」が
34.6%との結果となった。

⇒貸金業法改正を知っているとした借入利用者に対して、法改正を認知した媒体について調査したところ
「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットのニュース記事」が47.7%と最も高く、次いで「クレジットカード
会社等の利用明細書」34.7%、「新聞広告」22.6%との結果となった。
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貸金業法改正の認知媒体貸金業法改正の認知媒体

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

ⅤⅤ--1111．貸金業法改正の認知媒体．貸金業法改正の認知媒体



収入を証明する書類の提出可否について調査を実施。

⇒「収入を証明する書類の提出を求められた」借入利用者のうち、80.9％が提出したと回答。

⇒借入利用者のうち、42.4％が「（直近一年間で）収入を証明する書類の提出を求められたことがある」
と回答。

⇒「収入を証明する書類の提出を求められた」が提出しなかった借入利用者の理由は、「書類を準備
するのがわずらわしかったから」が39.5％と最も高い結果となった。

＜借入利用者 n=1,000＞ ＜提出しなかった理由 n=81＞

54

収入を証明する書類の提出可否収入を証明する書類の提出可否

39.5% 28.4% 11.1%21.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

書類を持っていなかったから（紛失を含む）

書類を準備するのがわずらわしかったから

書類を提出したくなかったから

その他

34.3%

8.1%

57.6%

収入を証明する書類の提出を求められたことがある（提出した）

収入を証明する書類の提出を求められたことがある（提出しなかった）

収入を証明する書類の提出を求められたことはない

ⅤⅤ--1212．収入を証明する書類の提出可否（借入利用者）．収入を証明する書類の提出可否（借入利用者）

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査



2.9%

0.0%

5.9%

5.9%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

2.9%

11.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

0%～10%以下

10%超～20%以下

20%超～30%以下

30%超～40%以下

40%超～50%以下

50%超～60%以下

60%超～70%以下

70%超～80%以下

80%超～90%以下

90%超～100%

16.1%

22.6%

16.1%

9.7%

19.4%

6.5%

3.2%

0.0%

0.0%

6.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

0%～10%以下

10%超～20%以下

20%超～30%以下

30%超～40%以下

40%超～50%以下

50%超～60%以下

60%超～70%以下

70%超～80%以下

80%超～90%以下

90%超～100%

収入証明書類等必要書類の取得状況について調査を実施。
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⇒「完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査」結果より、貸金業者の収入証明書類の取得率は
取得必須顧客数に対する取得率では83.9%の貸金業者が「取得率が50%以下」と回答した。

＜取得必須顧客数に対する収入証明書類の取得率 n=31＞

収入を証明する書類の取得状況収入を証明する書類の取得状況

⇒完全施行時（平成22年6月を想定）の収入を証明する書類の取得率見込みも、取得率80％超とした貸金業
者は14.7％にすぎない。

＜平成22年6月を目途とした収入証明書類の取得率見込 n=34＞

ⅤⅤ--1313．収入を証明する書類の取得状況（貸金業者）．収入を証明する書類の取得状況（貸金業者）

83.9％

14.7％

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査



配偶者の資力調査と同意取得のための書類提出可否について調査を実施。

＜専業主婦（主夫） n=500＞ ＜提出困難な理由 n=90＞

⇒「提出は困難である」と回答した専業主婦（主夫）のうち、「配偶者に書類提出を相談する（借金を打ち明ける）
ことにより、夫婦関係が気まずくなる恐れがあるから」が52.2％で最も高く、「配偶者が現在のあなたの借入に
反対しているから（反対しそうだから）」が21.1％であった。

⇒専業主婦（主夫）のうち、36.2％が「提出は可能である」、29.6％が「書類提出の可否に関わらず、そもそも面
倒だしそこまでするなら借入をやめる」、18.0％が「提出は困難である」と回答。
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配偶者の同意書等必要書類の提出可否配偶者の同意書等必要書類の提出可否

18.0% 29.6% 16.2%36.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提出は可能である

提出は困難である

書類提出の可否に関わらず、そもそも面倒だしそこまでするなら借入をやめる

分からない

52.2% 5.6% 15.6%21.1% 5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者が現在のあなたの借入に反対しているから（反対しそうだから）

配偶者に書類提出を相談する（借金を打ち明ける）ことにより、夫婦関係
が気まずくなる恐れがあるから
配偶者が個人情報（住民票や収入証明等）を提出するのを嫌がるから
（嫌がりそうだから）
あなた自身が配偶者の個人情報（住民票や収入証明等）を提出するのに
抵抗があるから
その他

ⅤⅤ--1414．配偶者の同意書等必要書類の提出可否（借入利用者）．配偶者の同意書等必要書類の提出可否（借入利用者）

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査



配偶者の同意書等必要書類の取得状況について調査を実施。

＜専業主婦（主夫）への同意書等必要書類の提出依頼（既存、新規顧客） n=25（既存）、n=24（新規）＞

⇒貸金業者の専業主婦（主夫）への同意書等必要書類の提出依頼は、既存顧客に対しては8.0％、新規顧
客に対しては12.5%にとどまった。
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同意書等必要書類の提出依頼状況同意書等必要書類の提出依頼状況

4.0% 4.0%

92.0%

既存顧客

4.2%

8.3%

87.5% 一部に依頼している

全員に依頼している

依頼していない

新規顧客

ⅤⅤ--1515．配偶者の同意書等必要書類の取得状況（貸金業者）．配偶者の同意書等必要書類の取得状況（貸金業者）

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査
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今回の貸金業法改正について、借入利用者に対して意見を聞いたところ、「よい」「中立的」があ
わせて51.1％を占めるが、34.8％の人が「問題がある」としている。

問題がある中身を聞いてみると「返済できている限り、規制をかけるのはおかしい」「生活してい
けなくなりそうで困る」といった意見がみられる。

法改正に対して「問題がある」とする借入利用者の意見法改正に対して「問題がある」とする借入利用者の意見

32.4% 34.8% 14.1%18.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入利用者全体
(n=646)

法改正に対して「良い」とする意見 中立的な（その他）意見 

法改正に対して「問題がある」とする意見 よくわからない

＜借入利用者（総量規制該当者・総量規制非該当者）1,000名の
うち、貸金業法改正に対する意見として回答のあった借入利用

者（総量規制該当者・総量規制非該当者） n＝646＞

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

ⅤⅤ--1616．法改正に関する意見．法改正に関する意見

＜法改正に対して「問題がある」とする意見 n＝225＞

20.4%

16.0%

14.7%

13.8%

12.0%

6.7%

6.2%

1.8%

1.8%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

返済できている限り 、規制をかけるのはおかしい

収入が低い者はどうしたら良いのか

（本当に消費者のためになっているか疑問 ）

生活していけなくなりそうで困る

厳しい改正である 、撤廃を望む

（行政への要望 ）

この不景気の中 、なぜ今やらなければならない

のかわからない

正規の借入先がなくなれば 、ヤミ金に頼るひとが

増えると思う

法律が改正されると 、自己破産するかもしれな

い

個人情報が特定機関に登録されるようで不愉快

書類が増えるなど面倒

その他



35.6%

18.6%

32.2%

32.2%

18.6%

37.3%

44.1%

0.0%

1.7%

6.8%

6.8%

3.4%

16.9%

6.8%

64.4%

79.7%

61.0%

61.0%

78.0%

45.8%

49.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

現状 取扱っている 現状 法改正で停止 現状 取扱っていない

個人事業主に対する貸付

一定の緊急の医療費

（高額医療費を除く）の貸付

一定の不動産担保貸付

売却予定の不動産の売却代金により

弁済される貸付

顧客に一方的に有利になる一定の借換

配偶者と合算した年収3分の1以下の

一定の貸付（配偶者の同意が要件）

不動産購入のための貸付

（つなぎ融資含む） 32.2%

6.8%

22.0%

15.3%

15.3%

6.8%

25.4%

1.7%

6.8%

3.4%

0.0%

13.6%

8.5%

13.6%

66.1%

86.4%

74.6%

84.7%

71.2%

84.7%

61.0%

完全施行後 取扱う 完全施行後 検討中 完全施行後 取扱予定なし

総量規制の適用除外および例外貸付の法改正前の取扱い状況と完全施行後の取扱いについて
調査。

⇒特に個人事業主、専業主婦（主夫）に対する貸付については、現状取扱いをしている貸金業者の多くが完
全施行後は取扱いをしないと回答した。

⇒完全施行後の例外・除外貸付は、「顧客に一方的に有利になる一定の借換」を除き、取扱停止を予定して
いる貸金業者が多い。
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総量規制の適用除外および例外貸付対応の法改正前の取扱いと完全施行後の取扱い総量規制の適用除外および例外貸付対応の法改正前の取扱いと完全施行後の取扱い

＜回答があった貸金業者 n=59＞

ⅤⅤ--1717．総量規制の適用除外および例外貸付の対応（貸金業者）．総量規制の適用除外および例外貸付の対応（貸金業者）

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査



ⅥⅥ．資金需要者（中小企業・個人事業主）への影響と動向．資金需要者（中小企業・個人事業主）への影響と動向
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ⅥⅥ--11．事業性資金の借入先．事業性資金の借入先

資金需要者（経営者・個人事業主）に、事業性資金の借入先の調査を実施。

⇒また、39.1％は個人として借入を行った資金を事業性資金に転用しており、うち22.3％が現在残高がある。

⇒銀行等金融機関が中心ではあるが、貸金業者からの借入も13.0％が利用している。

事業性資金の借入先 個人借入の事業性資金への転用経験

現在借入のある経営者・個人事業主
n=8,209 によるMA方式

個人での借入経験のある経営者・個人事業主 n=10,014

転用経験あり
（現在残高なし）、

1,686、
16.8％

転用経験なし、
n=6,099、
60.9％

転用経験あり
（現在残高あり）、

2,229、
22.3％

事業性資金の借入先と、個人借入の事業性資金への転用経験事業性資金の借入先と、個人借入の事業性資金への転用経験

54.2%

33.6%

30.5%

4.4%

12.9%

2.6%

13.0%

0.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

銀行

信用金庫・信用組合

日本政策金融公庫

（旧国民生活金融公庫、 …

その他金融機関

貸金業者

（クレジット・信販会社含む）

地方自治体

親族・友人・知人

ヤミ金融等非正規金融業者

その他

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

現在借入のある経営者・個人事業主
n=8,209による複数回答
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ⅥⅥ--22．借入申込結果の状況．借入申込結果の状況

貸金業者に借入申込を行った資金需要者（経営者・個人事業主）の申込結果を調査。

⇒先の資金需要者調査（45頁）と比較して、より厳しい状況となっている。

⇒希望通りの金額で借入ができた割合が約5割だが、残りの約5割は希望通りの金額ではなかったり、

借入を断られたりしている。

52.4

%

22.0

%

7.5%

18.1

%

最終的に希望通りの金額で借入れできた

最終的に借入れできたが、希望通りの金額ではなかった

希望通りの金額ではなかったので最終的に借入をやめた

借入を申込んだが最終的に断られた（最終的に借入れできなかった）

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

貸金業者に借入申込みを行った資金需要者の申込結果貸金業者に借入申込みを行った資金需要者の申込結果

回答数 認知率

借入を申し込み、希望通りの
金額で借入できた

252 52.4%

借入を申し込み、最終的に
借入はできたが、希望通りの
金額ではなかった
（減額された）

106 22.0%

借入を申し込み、希望通りの
金額ではなかったので借入を
やめた

36 7.5%

借入を申し込んだが、
断られた

87 18.1%

合計 481 100.0%

選択肢
今回調査
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ⅥⅥ--33．与信制限者の行動．与信制限者の行動

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

申込の結果、希望通りの借入ができなかった資金需要者のその後の行動を調査。

⇒「個人消費を切り詰めて資金を捻出した」回答が半数以上である。

⇒「取引先への支払いの先送り」、「従業員給与支払いの先送り」、「税金・公共料金支払いの先送り」等、
周囲に影響を与える行動も。

希望通りの借入ができなかった、中小企業経営者・個人事業主の行動希望通りの借入ができなかった、中小企業経営者・個人事業主の行動

52.0%

40.7%

33.3%

26.8%

13.0%

9.8%

8.1%

8.1%

7.3%

5.7%

0.8%

1.6%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あなた個人の消費を切り詰めて資金を捻出した

家族や親族、友人・知人から借りた

取引先への支払いを繰り延べた

税金や公共料金の支払いを繰り延べた

保有資産を売却して資金を捻出した

従業員の給与カットや解雇等により人件費を

抑制した

従業員への給与支払いを繰り延べた

事業の規模を縮小し、リストラを行うことで

資金を捻出した

返済ができないため、他者や相談窓口に

相談した

ヤミ金融等非正規業者から借りた

事業の継続をあきらめ、

自己破産等事業の清算手続きを行った

その他

わからない

選択肢 回答数 回答率
あなた個人の消費を切り詰めて資金を捻出し
た

64 52.0%

家族や親族、友人・知人から借りた 50 40.7%
取引先への支払いを繰り延べた 41 33.3%
税金や公共料金の支払いを繰り延べた 33 26.8%
保有資産を売却して資金を捻出した 16 13.0%
従業員の給与カットや解雇等により人件費を
抑制した

12 9.8%

従業員への給与支払いを繰り延べた 10 8.1%
事業の規模を縮小し、リストラを行うことで
資金を捻出した

10 8.1%

返済ができないため、他者や相談窓口に
相談した

9 7.3%

ヤミ金融等非正規業者から借りた 7 5.7%
事業の継続をあきらめ、
自己破産等事業の清算手続きを行った

1 0.8%

その他 2 1.6%
わからない 5 4.1%
回答者数 123 -
（複数回答）



54.5%

43.8%

20.7%

14.0%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急にお金が必要になったから

正規の貸金業者がどこも貸付を行って

くれなかったから

ヤミ金融等非正規業者だと

分からなかった

以前から知っていた事業者だったから

その他

52.1%

23.1%

17.4%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自営業者・個人事業者

会社法人（資本金2,000万円未満）

会社法人（資本金2,000万円以上）

その他の事業形態

64

ⅥⅥ--44．ヤミ金融の状況．ヤミ金融の状況

選 択 肢 回 答 数 回 答 率

借りたことがある（現在も残高あり） 45 4.0%

借りたことがある（現在は残高なし） 76 6.8%

借りたことはない 974 87.2%

わからない/答えたくない 22 2.0%

全体      1,117 100.0%

4.0%

6.8%

87.2%

2.0%

⇒借入利用者（現在残高あり）の10.8％はヤミ金融利用経験があり、4.0％は現在も利用中。

⇒また、ヤミ金融利用経験者の属性は個人事業主及び資本金2,000万円未満の中小零細企業の経営者で、
75.2％を占める。

ヤミ金融
利用経験者

ヤミ金融との接触ヤミ金融との接触

利用構成利用構成利用理由利用理由

経営者・個人事業主の「ヤミ金融との接触有無」、「資金使途」、「利用理由」に関し調査

出典:JFSA 資金需要者調査（H20年度）

75.2％

（複数回答）



回答数 認知率

借入できる総額が年収の3分の1までになる 216 43.2%

一社あたりの融資額が50万円を超える場合、
もしくは借入総額が100万円を超える場合には、
年収証明書の提出が必要となる

180 36.0%

上限金利が利息制限法の金利に引き下げられる 152 30.4%

借入情報は全て指定信用情報機関に登録される 111 22.2%

個人事業主による借入の場合、
事業計画書等の提出が義務付けられる

71 14.2%

収入のない配偶者による借入の際は、収入のある
配偶者の資力調査が行われ、同意取得も必要となる

68 13.6%

回答者数 248 -

（複数回答）

選択肢
今回調査
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資金需要者(個人事業主）に対し、貸金業法改正の認知度を調査。

⇒貸金業法改正の具体的な項目の認知率は、「借入できる総額が年収の3分の1までになる」が43.2%と最も
高く、次いで「年収証明の提出」が36%となった。個人事業主にとって大きな影響を受ける「個人事業主によ
る借入の場合、事業計画書等の提出が義務付けられる」については14.2%にとどまる。

＜個人事業主 n=500＞ ＜認知率 n=500、248＞

認知率：個人事業主500名における各改正項目の認知比率

⇒貸金業法改正について「内容も含めてよく知っている」、「ある程度は知っている」は合わせて49.6%程度。

貸金業法改正の認知貸金業法改正の認知

内容も含めてよく知っている

詳しい内容はわからないがある程度は知っている

聞いたことはあるが、内容は理解していない

まったく知らない

6.0% 43.6% 32.2% 18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出典:JFSA 認知調査（H21年度）

ⅥⅥ--55．貸金業法改正の認知率．貸金業法改正の認知率



26.8%73.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提出は可能である 提出はしない（困難である）

事業実態が分かる書類の提出可否について、個人事業主に対して調査を実施。

＜個人事業主＞
n=500

＜提出困難な理由＞
n=134

⇒個人事業主のうち、26.8％が「提出はしない（困難である）」と回答。

⇒「提出は困難である」と回答した個人事業主のうち、「書類を提出したくないから」が41.8％で最も高く、
次いで「書類を準備するのがわずらわしいから」が29.9％との結果となった。

66

事業実態が分かる書類の提出可否事業実態が分かる書類の提出可否

29.9% 41.8% 9.0%19.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

書類を持っていないから（紛失を含む）

書類を準備するのがわずらわしいから

書類を提出したくないから

その他

ⅥⅥ--55．事業実態が分かる書類の提出可否．事業実態が分かる書類の提出可否ⅥⅥ--66．事業実態が分かる書類の提出可否．事業実態が分かる書類の提出可否

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査



50.4%49.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提出は可能である 提出はしない（困難である）

返済能力の根拠となる書類の提出可否について、個人事業主に調査を実施。

⇒個人事業主のうち、50.4％が「提出はしない（困難である）」と回答。

⇒「提出は困難である」と回答した個人事業主のうち、「書類の作成方法が分からないから」が33.7％で
最も高く、次いで「書類を準備するのがわずらわしいから」が24.6％との結果となった。

＜個人事業主 n=500＞ ＜提出困難な理由 n=252＞
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返済能力の根拠となる書類の提出可否返済能力の根拠となる書類の提出可否

24.6% 33.7% 23.4% 7.1%11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

書類を持っていないから（紛失を含む）

書類を作成するのがわずらわしいから

書類の作成方法が分からないから

書類を提出したくないから

その他

出典:JFSA 完全施行に向けた対応状況等に関するアンケート調査

ⅥⅥ--66．返済能力の根拠となる書類の提出可否．返済能力の根拠となる書類の提出可否ⅥⅥ--77．返済能力の根拠となる書類の提出可否．返済能力の根拠となる書類の提出可否



ⅦⅦ．資金需要者の声．資金需要者の声



JFSA相談センター・支部および、ホームページに寄せられたご意見・ご質問を抜粋。

【総量規制への意見】
現在遅れなく返済しているが、総量規制のために借りられなくなってしまった。今後返済も出来なくなる。協会から「こん
な法律はおかしい」ともっと言ってほしい。こんな状況では今までホワイトの人がブラックになってしまう。需要者も困るが
供給者も困るだろ！枠があるのに、急にこれ以上は貸すことができませんというのは契約違反じゃないか？こんな法律
は今まで知らなかった。生活出来ない。

総量規制で１／３までしか借りられないということを知った。自分は困っているときに貸してくれたので過払い金返還請求
はしたくない。むしろ困ったときに貸してもらえなくなるのが困る。多重債務者を救済するために国が法律をつくったんだ
ろうが自分と同様に考える者が多いと思う。

今まで遅延もなくきちんと返済してきたが、現在借入れ枠が２００万円くらいあり、収入の３分の１を超えている。いきなり、
限度額を決めてしまわれて借入れ出来なくなったら、非常に困ってしまう。理解できないわけではないが、自分のように
困る人はたくさんいるはずだ。自殺者が増えると思う。

現在まで借入れをしていて、遅滞なく返済してきたが、今回借りれないのか。必要な借入れが今後出来ない場合、何処
から借りればいいのか。消費者が、困っている実情を何処に言えばいいのか。

【業法改正に対して「良い」とする意見】
広告に掲載あることを待ち望んでいた。多重債務者が減ることで自殺者も減り、社会のためになる。

新聞で拝見しましたが、大変結構なことだと思っていますし、総量規制については、すぐにでも施行していただきたい。
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ⅦⅦ--11．一般消費者（．一般消費者（1/21/2））



JFSA相談センター・支部および、ホームページに寄せられたご意見・ご質問を抜粋。

【配偶者の収入証明提出に対する意見】
専業主婦なので収入はない。配偶者の収入証明も事情があり出せない。その場合は返済のみとなることはわかったが、
返済が厳しい場合や急に借りれなくなったときの救済方法はあるのか。弁護士等に債務整理を依頼するしかないので
しょうか。今まで遅れることなくきちんと返済してきたのにおかしい。

長年、夫には内緒で家計のために借入をしていた。特段、多重債務でもなければ、返済に困り四苦八苦しているわけで
もないのに、夫の同意を取ったり所得証明を提出したりするとなれば、なんでもなかった夫婦間に亀裂が生じることも考
えてしまう。今後、借り入れられなくなるのと同じ。どうしたらよいのか悩んでしまう。

【その他全般的な意見】
今回の法改正について低所得者をいじめることになり、闇金被害を増やすことになるのではないか！なぜこんな法律改
正やるんだ。

多重債務問題はよくあるが、この法律が良い方向になるか疑問です。３０年間消費者金融会社等に借入したり、返済し
たりしてきた。その間助けられ、危機を乗り越えられて来ました。このような制度があったら困るし、消費者の事をえて考
えて欲しい。
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ⅦⅦ--11．一般消費者（．一般消費者（2/22/2））



JFSA相談センター・支部および、ホームページに寄せられたご意見・ご質問を抜粋。

【総量規制への意見】
総量規制により、年収の上下動が大きい事業主等は今の制度では実質的にカードを持つことが出来なくなる。結果とし
て、ヤミ金しか頼るところは無くなる。

趣旨は理解できますが、きちんと約定どおりに返済している者からすれば貸し渋り、貸しはがしと捉えざるをえません。
しかもこんな不況時にです。まったく問題のない人まで規制を敷くのは問題だと思います。 むしろこの規制により自己破
産や自殺者が急増するのは目に見えています。 残念です。

今回、この制度によって私は総量規制の枠を超えた金額を借りています。しかし、一度も返済を怠ったこともなく、遅延リ
ストにも載らず、借り入れをしていました。なぜ、金を借りるのかわかりますか？年収が低いからです。生活に困っている
から、一時的に借りるのです。枠の範囲内で。年収の低い人は生活に困っても、借りるなと言っているんですね。遅延リ
ストに載ったら、借り入れ規制の対象として、返済が適切に行われている段階で規制の対象を外すという考えは出てこな
かったのでしょうか？

総量規制はヤミ金業者を増やすだけです。中小零細業者は資金繰りにカードローンや消費者ローンを一時的に使う事
が多いです。(銀行なんか敷居が高くて貸してくれません。時間もかかります。)こんな総量規制をされたら、どこから借り
たら良いのでしょうか?

現在３００万の枠を利用して２００万残高がある。ひとりで事業をしている、運転資金としての利用である。経済状況厳し
く赤字決算。借入不能であれば事業行き詰るだろうし、場合によってはヤミ金に手を出す可能性も否定できず。

個人で事業を営んでいる。特に利用していないカードもあるが、事業資金で緊急の入用なことを考えたくさんローンカー
ドをもっているのだが、すべてのカードの極度額を合わせると現時点で年収の３分の１を超えてしまっている。
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ⅦⅦ--22．経営者・個人事業主（．経営者・個人事業主（1/21/2））



JFSA相談センター・支部および、ホームページに寄せられたご意見・ご質問を抜粋。

【総量規制への意見】
この総量規制の法律の施行でかなりの自営業者は、倒産に陥ることと思います。繋ぎ資金を金融機関は貸さないが、ク
レジット会社は貸してくれるので今まで倒産を免れることができたが、この不況の上貸金業法の改正により一層ホームレ
スが増えてくると思います。我々にとっては死活問題の大事件である。 よって本法律の施行は反対である。

キャッシング等からの借り入れで何とか自営業を継続しています。もちろん遅れ無く金利を支払いながらやってきました
良い事では無い事は百も承知です！この規制によって回っていた部分も回らなくなりそうです。今後、自殺者が増える事
を覚悟の上の決断なのでしょうか？私も生きていけないと思います。

【各種資料の提出について】
今までの取引実績を無視して一律に年収証明等の確認を義務付けるのは大反対。個人信用情報の実質的共有化は、
管理が杜撰な現状では大変危険。各金融業者が独自に信用情報を持つべき。

今回の改正貸金法が施工されるにあたりカード会社から年収証明の書類の提出を請求されました。私は自営業でカー
ド会社から借り入れしながら店を営んでおりうまく店を経営しております。しかしこの法律のせいでもうヤミ金しかないかと
思うのと同時に死にたくなります。なぜ無理やり生活を壊されるのですか？更に生活しにくくなり自殺者が増えると思い
ます。

個人事業主は、今後、決算書の提出を求められる様だが、個人事業主の場合、決算書の数字は悪い場合が多いが、そ
うなると、借入れが出来なくなるが、その場合の対応策はあるのか、自分で考えろという事か。法改正により、今後破産
者が更に増え、多くの資金需要者に迷惑が掛かる事となる。

証明等の公的機関書類提出は情報流出につながり、個人情報を強制的に提出させるのは問題だと思うし、断固抗議す
るプライバシーの侵害も甚だしい、絶対にやめてもらいたい。
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ⅦⅦ--22．経営者・個人事業主（．経営者・個人事業主（2/22/2））



まとめまとめ



個人向けの貸付金利20％超の残高割合は41％に（前年比12％減少）

事業者向け貸付金利20％超の残高割合は9％に（前年比32％減少）

審査の厳格化が進行し貸付が急速に縮小している

借入件数５件以上の利用者は２年余りの期間で67％減少している

177万人（平成19年2月）→ 59万人（平成21年5月）

個人向け貸付の1件当たり単価が20.1万円（平成19年9月）から

17.2万円（平成21年3月）に14％減少

相談窓口の拡充が図られ、当協会でも年間4万件を超える相談対応を

行っている。

貸金業務取扱主任者資格の国家試験化と第1回の試験で3万人を超える

合格者が生まれた。

日本貸金業協会における自主ルールの浸透、監査の実施と違反者の

処分等により業界自主規制が機能してきている

完全施行に先行して、金利の引き下げ、審査姿勢の厳格化による過剰貸付の防止等が進行し、
借入件数５件以上の利用者は、減少している。

上限金利の引き下げ上限金利の引き下げ

過剰貸付の防止過剰貸付の防止

((総量規制の導入総量規制の導入))

貸金業の適正化貸金業の適正化
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まとめまとめ--11．改正貸金業法の効果進行．改正貸金業法の効果進行



中小企業の倒産件数が平成19年4月以降5％～15％増加

完全失業率が平成20年11月以降悪化し最近では5％を超えている

金利引き下げ、総量規制を先取りした審査の厳格化が進行

資金調達環境の悪化

利息返還請求の高止まり

収益構造の悪化（事業経費が利息収入を上回る）

廃業、事業撤退、リストラの増加

貸付先の選別厳格化による貸付件数、残高の縮小

小額の事業者向け貸付けの縮小撤退

既存の個人借入利用者の約50％が総量規制により新規借入抑制対象

総量規制等消費者影響のある法改正内容の認知度が利用者の50％程度

貸金業者の廃業や支店統合等のリストラにより借入先がない地域拡大

収入証明等の必要書類の提出が困難で借入できない者が一定割合発生

借入を拒否される資金需要者の拡大

総量規制を知らないまま借入できず困惑する資金需要者発生の可能性

ヤミ金被害拡大の恐れ

75

環境の変化環境の変化

貸金業界の動向貸金業界の動向

資金需要者への影響資金需要者への影響

まとめまとめ--22．貸金業界の現状と資金需要者への影響．貸金業界の現状と資金需要者への影響



ソフトランディングに向けた法改正内容の認知度向上

資金需要者への告知強化（金融庁による徹底）

借入れできない資金需要者への対応（ヤミ金被害防止）

預金取扱金融機関にできない貸金業の資金供給機能を確保

貸金業の資金供給機能をマヒさせないための見直し

76

まとめまとめ--33．完全施行に向けて．完全施行に向けて

貸金業法の目的「貸金業が我が国経済社会において果たす役割を全うし、

資金需要者の利益の保護、国民経済の適正な運営に資する」を達成するために



貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則 

 

第 1 章  総     則 

 

（目 的）  
第 1 条 この規則は、貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号。以下「法」という。）

第 32 条に定める事項を始めとする協会員が貸金業の業務運営に関し遵守す

べき事項及びこれに関連する事項等を定めることによって、協会員の貸金業

に係る業務の適正な運営を確保し、もって、資金需要者等の利益の保護を図

るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。  
（定 義）  
第 2 条 この規則における用語の定義は、法で定めるものに準ずる。  
（法令遵守等）  
第 3 条 協会員は、法その他の関係法令等（貸金業者向けの総合的な監督指針

（以下「監督指針」という。）を含む。）を遵守するほか、第 2 章各則その他

規則によって遵守しなければならないものとして定められた事項を遵守しな

ければならない。  
2  協会員は、この規則によって遵守に努めるべきものとして定められた事項

について、その遵守に努めることとする。  
3  協会員は、前 2 項以外の事項であって、この規則によって法令遵守に関連

する事項として定められた事項については、これを参考に貸金業務に係る業

務運営を行うこととする。  
4  協会員は、前各項の目的を実現するため、必要に応じて監督指針で示され

た規範を踏まえ貸金業の業務を行うこととする。ただし、その対応において

は、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることにより、法令を遵守

し、業務の透明性及び適正性を確保することとする。  
（経営管理）  
第 4 条 協会員は、貸金市場が健全な発展を実現していくためには、協会員に

おける代表者、取締役及び執行役等の経営者、自らが率先して法令遵守態勢

の整備等に努める等、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのない

よう経営を行うことが重要であることにかんがみ、監督指針で示された規範

を踏まえ、経営管理に係る必要な社内態勢等を整備するよう努めなければな

らない。  
（業務の透明性の確保）  
第 5 条   協会員は、資金需要者等に対し重大な影響を与える可能性のある業務
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に関する変更や不祥事件の発生等に際して、資金需要者等の視点に立ち、正

確かつ公正な情報を迅速に個別当事者のみならず必要に応じて広く資金需要

者等に対して伝達する必要があり、これらの説明責任を果たすことが、ひい

ては貸金業者の信頼性の向上につながることにかんがみ、監督指針で示され

た規範を踏まえ、業務の透明性を確保する社内態勢等を整備するように努め

なければならない。  
 

第 2 章  遵守事項等各則 

第 1 節 営業店登録の申請等に関する規則 

 

（目 的）  
第 6 条   本節の定めは、協会員又は協会員となろうとする者（以下この節にお

いて「協会員等」という。）が、多重債務問題への取組みとして、第 7 条に

定義する有人店舗又は無人店舗の新たな設置にあたり適切な配置を行うこと

は、資金需要者等の利益の保護に資するものと考えられる。このことから、

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院及び

参議院の附帯決議（以下「附帯決議」という。）を踏まえ、一定の地域又は場

所において有人店舗又は無人店舗を設置しようとする場合の取扱いを定める

ものとする。  
なお、既往の有人店舗又は無人店舗についても、多重債務問題の解決の趣

旨を踏まえ、適切な対応に努めるものとする。  
（定 義）  
第 7 条   本節において用語の定義は以下のとおりとする。  
  ⑴   「有人店舗」とは、貸付けに関する業務（貸付けの契約の締結及び同契  

約に基づく金銭の交付に限る。）に従事する従業者が勤務している自社で設  
置する営業店をいう。  

  ⑵   「無人店舗」とは、貸付けに関する業務（貸付けの契約の締結及び同契  
約に基づく金銭の交付に限る。）に従事する従業者が勤務しておらず、自社  
所有の自動契約受付機又は自動契約受付機及び現金自動設備が設置されて  
いる営業店をいう。  

⑶   「郊外」とは、既成の市街区域の近郊にあり、自動車での交通を基礎と  
する幹線道路を中心とする商業地域をいう。  

⑷   「近隣」とは、該当する建物の敷地及びこれらの用に供するものと認め  
られる土地を含む周囲 100 メートルの区域内を目処とした地域をいう。  

⑸   「大学」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 9 章に定める大  
学をいい、短期大学及び当該外国の学校教育制度において当該外国の大学  
として位置付けられ、その一部が日本国内に設置されている、いわゆる「外  
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国大学の日本校」は含まれないものとする。  
（一定の地域又は場所における有人店舗又は無人店舗の設置等）  
第 8 条 協会員等は、以下に掲げる場合において有人店舗又は無人店舗を設置

するにあたっては、多重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえ、新た

な有人店舗又は無人店舗の設置を行わないものとする。  
⑴   商業地域及び近隣商業地域において有人店舗又は無人店舗を設置する場

合であって、同一又は隣接した建物にいわゆる競馬、競輪、競艇等に関す

る施設、パチンコ店（スロット店含む。）又は性風俗関連施設などの遊技施

設等（以下この節において「遊技施設等」という。）が設けられているとき

（大規模小売店舗（大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 2
条第 2 項に定める「大規模小売店舗」（以下この節において「大規模小売

店舗」という。）内に設置する場合を除く。）。  
⑵   郊外において無人店舗を設置する場合であって、近隣に遊技施設等が設  

   けられているとき。  
⑶   全ての地域又は場所において有人店舗又は無人店舗を設置する場合であ

って、同一又は隣接した建物において、大学に係る施設が設けられている    
とき（大規模小売店舗内に設置する場合を除く。）。  

2  協会員等は、以下に掲げる場合（営業所の移転、合併、会社分割又は事業

譲受等その他特段の理由がある場合を除く。）において有人店舗又は無人店舗

を設置するにあたっては、多重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえ、

原則として、新たな有人店舗又は無人店舗の設置を行わないものとする。  
  ⑴ 商業地域又は近隣商業地域において、同一の建物においてすでに 2 以上  
    の貸金業者により有人店舗又は無人店舗が設置されているとき（なお、大

規模小売店舗においては、当該建物の各階ごとに別の建物として取り扱う

こととする。）。  
  ⑵ 郊外において、同一の建物においてすでに 2 以上の貸金業者により無人

店舗が設置されているとき（なお、大規模小売店舗においては、当該建物

の各階ごとに別の建物として取り扱うこととする。）。  
（協会員による説明） 

第 9 条 協会員等は、有人店舗又は無人店舗の設置状況について、協会から説

明を求められた場合において、本節の規定に則ったものであることを説明す

ることができるように、有人店舗又は無人店舗の設置時の写真を撮影してこ

れを保存するなど、協会員等において適切な措置を講じなければならない。 

 
第 2 節  貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則 

 

（目 的）  
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第 10 条 本節の定めは、協会員が法第 12 条の 2 の規定に従い、貸金業の業務

の適切な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。  
（社内態勢整備）  
第 11 条 協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行う

にあたり、協会で定める業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたって

の細則に留意し、以下を主な内容とする社内規則等を策定し社内態勢を整備

しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた必要な

社内態勢整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければ

ならない。  
⑴ 経営管理等  
⑵ 法令等遵守態勢  
⑵の 2 反社会的勢力による被害の防止  
⑶ 個人顧客情報の安全管理措置等  

 ⑷ 外部委託  
 ⑸ 本人確認、疑わしい取引の届出  
 ⑹ 相談及び助言の対応態勢  

⑺   苦情等対応態勢  
  ⑻   貸金業務取扱主任者  
  ⑼   禁止行為  

⑽   契約に関する説明  
⑾   過剰貸付けの防止  
⑿  広告の取扱い  

  ⒀  書面の交付義務  
⒁  取立て行為  
⒂  取引履歴の開示  

  ⒃  債権譲渡等  
⒄  営業店登録  
⒅  過払金支払  

 
第 3 節  法第 12 条の 6 に係る禁止行為に関する規則 

 

（目 的）  
第 12 条 本節は、協会員がその業容規模に応じて必要な社内態勢整備に努め

ることにより、法第 12 条の 6 の貸金業の業務に関する禁止行為の規定に違

反することなく、資金需要者等が適切な判断をすることができる適正な説明

を行うことによって、資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。  
（重要な事項）  
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第 13 条 協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」（資金需要者

等の利害に関する事項であって、当該貸付けの契約の締結及び変更にあたり、

その意思決定に影響を及ぼす事項をいう。）については、資金需要者等の利益

に配慮した取扱いを行うものとし、特に、以下に掲げる事由については、そ

の取扱いに留意するものとする。  
 ⑴ 貸付けの利率の引上げ  
 ⑵ 返済の方式の変更  
 ⑶  賠償額の予定額の引上げ  
 ⑷ 債務者が負担すべき手数料等（貸付けの契約に基づいて負担する債務の  

元本額及び利息を除く。）の引上げ  
 ⑸ 銀行振込みによる支払方法その他の返済の方法の変更及び返済を受ける  

べき営業所その他の返済を受けるべき場所の変更  
 ⑹ 繰上げ弁済の可否及びその条件の変更 

⑺ 期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容の変更  
（故意又は重大な過失による行為）  
第 14 条 協会員は、以下に掲げる行為を行った場合には、法第 12 条の 6 に定

める禁止行為に該当するおそれが大きいことに留意しなければならない。  
 ⑴ 資金需要者等から契約の内容について問い合わせがあったにもかかわら  

ず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与える行為  
 ⑵ 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が  

高いことを認識しつつ正確な内容を告げない行為その他資金需要者等の適  
正な判断を妨げる行為  

2  協会員は、法第 12 条の 6 第 1 号から第 3 号までに定める「告げる」又は

「告げない」とは、必ずしも口頭で明示的に行うことに限らず、書面又は電

磁的方法によるものその他を含むことに留意しなければならないものとし、

例えば、以下に掲げる方法が考えられる。  
  ⑴ ポスター等の営業所内への掲示  
 ⑵ 自動契約受付機、現金自動設備等の画面における表示  
 ⑶ 協会員のホームページを利用したインターネット上における表示  
 ⑷ 新聞、雑誌、テレビその他各種広告媒体における表示  
 ⑸ 資金需要者等の住所に対して通知を送付することによる告知  
（不正又は不当な行為）  
第 15 条 協会員は、次に掲げる行為を行った場合には、法第 12 条の 6 第 4 号

に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあることに留意

しなければならない。  
⑴ 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。  

イ 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。  
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ロ 白地手形及び白地小切手を徴求すること。  
    ハ 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険

証、年金受給証等の資金需要者等の社会生活上必要な証明書等を預かる

こと。  
    ニ 貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保（人的担保

含む。）を徴求すること。  
    ホ   資金需要者等が借入申込書を記入するにあたり、虚偽の年収額、資金

使途又は家計状況の記載を勧めること又は示唆すること。  
ヘ クレジットカードを担保として徴求すること。  

⑵ 人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加え  
て、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、  
一切の金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義  
をもってするを問わない。  

⑶ 協会員が、架空名義若しくは他人の名義を利用して金融機関等に口座を  
開設し、又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済において当該口座  
に振込みを行うよう要求すること。  

⑷ 取立てにあたり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること。  
⑸   資金需要者等からの貸付の契約申し込みにあたり、例えば「信用をつけ  

るため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること。  
⑹   生命保険、損害保険等の保険金により貸付金の弁済を要求すること。  

  ⑺   資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難な  
ことを認識しながら、契約を締結すること。  

  ⑻   債務者等の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸  
付金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結する

こと。  
⑼   資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一

方的に不利となる契約の締結を強要すること  
 

第 4 節  相談及び助言に関する規則 

 

（目 的）  
第 16 条 本節は、協会員が法第 12 条の 8 の規定に基づき、資金需要者等の貸

付けの契約の締結及び債務の返済に関する適切な相談及び助言並びに助力の

ための社内態勢整備に努めることで、資金需要者等が返済余力を超えた借入

れをすることを防止し、また、返済余力を超えた資金需要者等の家計の健全

化を図ることを目的とする。  
（社内態勢整備）  
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第 17 条 協会員は、適切な相談及び助言並びに助力のための社内態勢整備に

努めるにあたり、この規則第 11 条に留意しなければならない。  
 

第 5 節  苦情対応に関する規則 

 

（目 的）  
第 18 条   本節は、資金需要者等からの苦情又は問い合わせ対応が、協会員の

説明責任を事後的に補完する活動であり、併せて業務を改善していくための

情報であり、また一方、苦情を端緒として企業が経営姿勢を厳しく追及され、

企業の信頼が崩壊してしまうことがあるため、協会員は、資金需要者等との

より良い関係性を維持するための態勢整備を図ることを目的とする。  
（社内態勢整備）  
第 19 条 協会員は、適切な苦情受付業務を確保するための社内態勢整備を行

うにあたり、この規則第 11 条に留意しなければならない。  
 

第 6 節  過剰貸付け防止等に関する規則 

第 1 款  貸付けの契約（事業者向け貸付けの契約を除く）に関する規則 

 

（目 的）  
第 20 条 本節の定めは、法第 13 条の過剰貸付け等の禁止に関し、これを防止

するための必要な事項を定めることによって、協会員の貸金業に係る業務の

適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国

民経済の適切な運営に資することを目的とする。  
（協会員の一般的責務）  
第 21 条 協会員が資金需要者等の必要な収支状況を把握した上で返済能力を

調査することは、資金需要者等が収支との均衡を踏まえた健全な返済計画に

基づく貸付けの契約を締結することを可能にするという観点及び資金需要者

等が多重債務に陥ることを防止するという観点から極めて重要であることに

かんがみ、協会員は、貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）を締結する場

合には、法その他の関係法令を遵守し、この規則の規定に従い、適正な貸付

けの契約（極度方式貸付けを除く。）が締結されるよう努めなければならない。 
2  協会員は、法その他の関係法令を遵守し、この規則の規程に従った適正な

貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）の締結が行われるようにするため、

次に掲げる情報を考慮した審査基準を設けなければならない。また、審査結

果について記録し、事後に確認できるよう、当該貸付けの契約に基づく債権

についてその全部の弁済を受けた日まで、これを保存しなければならない。 

⑴イ   信用情報機関に加盟している協会員は、信用情報機関への照会を行っ
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た結果判明した借入件数及び借入金額  
    ロ 信用情報機関に加盟していない協会員は、聴取等を行うことにより自   

社以外の者からの借入件数及び借入金額  
⑵ 収入及び支出の状況  
⑶ 家族構成及び勤務先などの属性の状況  
⑷ 資金使途（資金需要者等による資金使途が未定若しくは貸金業者により  

使途目的を定めない場合は、その旨の記録等を行い、保存する。）  
⑸   1 ヶ月の返済総額が、⑴において既往借入額がある場合、当該借入れに  

対する返済額と自社で貸付けようとする額に対する返済額の合算額が、原  
則として顧客等の月間収入額の三分の一又は年収額の三十六分の一を超え  
ないものとする。  

（返済能力の調査 ― 借入れの意思の確認） 

第 22 条 協会員は、資金需要者等と貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）

を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額

等を自ら記入などさせ、その借入れの意思の確認を行わなければならない。 

2  協会員は、借入れの意思の確認を行う場合には、前項に規定する方法に代

えて次の各号に掲げる方法によることができる。 

⑴ 資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、前項に規定する各事項が

記録された電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）の送信を受ける方法 

⑵ 資金需要者等からの借入れの申込みにおいて、電話通信の方法により前

項に規定する各事項を聴取し、これらを記録する方法 

3   協会員は、前 2 項に規定する方法により実施した調査結果について記録し、

事後に確認できるよう、当該貸付けの契約に基づく債権についてその全部の

弁済を受けた日まで、これを保存しなければならない。 

（返済能力の調査 ― 信用情報機関を利用した調査） 

第 23 条 協会員は、精度の高い調査により過剰貸付けを防止する観点から、

信用情報機関に加盟し、利用することに努めなければならない。    

2  信用情報機関に加盟しない協会員は、貸付けの契約（極度方式貸付けを除

く。）の締結に際し、当該契約の締結に先立って行った資金需要者等の返済能

力に係る調査の結果を記録し、これを保存しなければならない。 

3  信用情報機関に加盟する協会員は、貸付けの契約（極度方式貸付けを除

く。）の締結に先立ち、資金需要者等の支払能力を調査するため、信用情報機

関を利用した場合には、資金需要者等の借入額及び返済の履行の状況等（以

下、本節において「信用情報」という。）の調査の結果を記録し、これを保存

しなければならない。 
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４ 協会員は、信用情報機関の保有する信用情報が適切な途上審査を行う上で

有用であることにかんがみ、資金需要者等との間で極度方式基本契約を締結

している場合には、信用情報機関を利用して、概ね 3 ヶ月ごとにその信用情

報を照会するよう努めなければならない。また、その調査結果を記録し、こ

れを保存しなければならない。ただし、当該資金需要者等の協会員からの借

入額の残高が 30 万円以下の場合は、この限りでない。 

５  協会員は、前 3 項に規定する記録の保存にあたっては、当該貸付けの契約

に基づく債権についてその全部の弁済を受けた日までとする。 

（個人信用情報機関の利用）  
第 24 条    協会員は、資金需要者等の返済能力に関する情報を調査するために

個人信用情報機関に加盟する場合、以下の各号に掲げる協会の指定する個人

信用情報機関いずれか又は複数に加盟しなければならない。  
⑴ 株式会社シー・アイ・シー  
⑵ 株式会社シーシービー  
⑶   全国銀行個人信用情報センター  
⑷   株式会社日本信用情報機構  

2  協会員は、前項に掲げる返済能力に関する情報の利用に際しては、以下の

各号に掲げる利用目的に留意しなければならない。  
⑴   この規則第 23 条第 3 項に基づき、貸付けの契約の締結に際し融資限度

額の審査のために、支払能力の調査を目的として利用すること。  
⑵ この規則第 23 条第 4 項に基づき、概ね 3 ヶ月ごとに途上審査を目的と

して利用すること。  
⑶ 債権の保全を目的として利用すること。  

（目的外利用の禁止）  
第 25 条  協会員は、この規則第 23 条第 1 項に定める個人信用情報機関を利

用して得た情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用

してはならない。  
2  前項により禁止される利用とは、例えば以下に掲げる行為をいう。  

⑴  勧誘又は勧誘リストの作成を目的として個人信用情報を利用すること。  
また、勧誘リスト等に個人信用情報について記載等をすること。  

  ⑵   事件又は事故等のマスコミ報道等に関連して興味本位で個人信用情報を  
取り扱うこと（個人信用情報機関に照会することを含む。）  

  ⑶  従業員等の採用選考のために個人信用情報を取り扱うこと（個人信用情  
報機関に照会することを含む。）  

3  協会員は、第 1 項に掲げる事項に留意するため、社内態勢構築に努めなけ

ればならない。  
（返済能力の調査 － 収入額の確認による調査） 
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第 26 条 協会員は、資金需要者等から収入額を証明する書類（電磁的方法に

より作成されたものを含む、以下この条において同じ。）の提出を必要に応じ

て受けることは、適正な審査を行うにあたり重要な事項であることから、以

下に掲げる場合（極度方式貸付けに係る場合を除く。）において、収入額（年

収額、月収額を含む。）を徴求するなど資金需要者等からの収入額を検証する

態勢を整備しなければならない。また、協会員は、第四条新貸金業法施行日

（以下「完全施行日」という。）において、一定額以上の貸付け又は借入れを

行っている債務者等に対し、収入額を証明する書類を取得し、年収額を確認

しなければならないことにかんがみ、完全施行日までの期間においても必要

に応じて収入額を証明する書類を取得する態勢構築に努めなければならない。 

⑴ 自社借入額が 50 万円を超える場合（50 万円超を限度額とする極度方式

基本契約を締結する場合含む。） 

⑵ 貸付けの契約の締結に際し、他社借入れを合わせ残高が 150 万円を超え

ることを確認した場合 

2  前項の規定にかかわらず、信用情報機関に加盟していない協会員は、すべ

ての貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）の締結について、当該契約の締

結に先立って資金需要者等から所得を証明する書面の提出を受けなければな

らない。 

3   協会員は、第１項及び第 2 項に規定する場合において、提出を受けた書面

又は写しなどを、事後に確認できるよう、当該貸付けの契約に基づく債権に

ついてその全部の弁済を受けた日まで、これを保存しなければならない。 

（人的担保を徴求して行う貸付け）  
第 27 条 協会員は、保証人を付した貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）

の締結に際し、保証人となろうとする者についても、収入、保有資産、家族

構成、借入額その他の借入の状況及び返済状況等について調査した結果を記

録し、当該貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた日ま

で、これを保存しなければならない。 

2  法第 16 条の 2 においては、協会員が貸付けに係る契約について保証契約

を締結しようとする場合には、同条第 1 項に規定する事前説明書面を保証契

約締結までに交付しなければならないこととされているところであるが、協

会員が保証人を立てさせて貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）を締結す

る場合には、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合における責任

の内容を当該保証契約の保証人となろうとする者に十分に理解させるという

観点から、当該書面の交付時期を保証契約締結日の前日までにしなければな

らない。  
（保証会社を付して行う貸付け）  
第 28 条 協会員が貸付けの契約（極度方式貸付けを除く。）を締結するにあた
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り、保証人として保証会社を付す場合、当該保証会社が十分な保証履行能力

を有していることを資金需要者等に明示することが資金需要者保護の観点か

ら必要と考えられる。このことから、協会員が保証会社を付すにあたり、当

該保証会社が十分な保証履行能力を有していることを下記の例示により明示

しなければならない。  
＜指標の例＞  

⑴   資本金  
⑵   貸借対照表  
⑶   損益計算書  
⑷   その他当該保証会社が定める指標  

＜明示方法の例＞  
⑴   契約書への記載  
⑵   別途パンフレット作成のうえ記載  
⑶   ポスター  

  ⑷   インターネット  
（極度方式基本契約に係る返済期間の設定）  
第 29 条 協会員は、資金需要者等との間で極度方式基本契約を締結する場合

には、当該極度方式契約に基づく極度方式貸付けの返済が原則 3 年以内（た

だし、極度額が 30 万円を超える場合には原則 5 年以内）に終了するように

しなければならない。ただし、極度額が 100 万円を超える場合において、返

済能力その他の事情等にかんがみ、合理的理由がある場合には、この限りで

ない。  
 

第 2 款  事業者向け貸付けに関する規則 

 
（目 的）  
第 30 条 本款は、事業者向け貸付けについて、過剰貸付け防止等に関する規

則の特例を定めるものである。  
（法人、個人事業者又は事業性資金であることの確認）  
第 31 条 協会員は、資金需要者等が法人である場合には、商業登記簿謄本の

提供又は提出を受けて法人の実態を確認しなければならない。また、資金需

要者等が個人事業者である場合には、事業実績を証する書類（決算書、青色

申告書、確定申告書、納税証明書等）、公的な営業許可証、又は届出書（写し

含む。）の提供又は提出を受けて事業の実態を確認しなければならない。  
2  協会員は、資金需要者等が起業して 1 年に満たない個人事業者である場合

には、開業に必要な公的な許可証、届出書又は事業を営む主たる事業所の所

在地の賃貸借契約書、その他事業事実を疎明する書類等の提供又は提出、若
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しくは当該所在地に臨場する等により、その事業の実態を確認しなければな

らない。  
3  協会員は、資金需要者等が起業準備中にある開業予定事業者の場合には、

その事業計画書の提供又は提出を受け、創業への意欲、進捗状況、開業の実

現性を確認しなければならない。また、開業後は速やかに事業所を訪問し、

事業者の事業の実態を確認するよう努めるものとする。  
（返済能力の確認）  
第 32 条 協会員は、法人事業者又は個人事業者との間で貸付けに係る契約を

締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状

況を確認することに努めなければならないものとする。  
2  協会員は、法人事業者又は個人事業者の返済能力を確認する場合には、決

算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類又は電磁的記録の提供又は提出を

受けなければならない。  
（過剰貸付けの防止）  
第 33 条 協会員は、法人事業者の資金使途が経常的な運転資金の場合には、

複数年の決算書又は資金繰り表の提供又は提出を受けてその事業規模、事業

経験、業種等を総合的に勘案して当該法人事業者に対する貸付けの実行が返

済能力を超える貸付け（以下「過剰貸付け」という。）となるか否かを判断し

なければならない。  
2  協会員は、個人事業者における資金使途が経常的な運転資金の場合には、

特段の事由がない限り、過去の経営実績を踏まえて予測される当該事業年度

における売上げの額を超える貸付けを行ってはならない。  
3  協会員は、法人事業者又は個人事業者の資金使途が前 2 項に定めるもの以

外のものである場合には、事業計画書、資金繰り表等の提出を受け、事業規

模、事業経験、業種等を総合的に勘案して当該法人事業者又は個人事業者に

対する貸付けの実行が過剰貸付けとなるか否かを判断しなければならない。  
（保証能力を超える保証契約の防止）  
第 34 条   協会員は、法人事業者又は個人事業者との間の貸付けに係る契約に

基づく債務を主債務とする保証契約を個人との間で締結する場合には、当該

保証人となろうとする者につき、事前に信用情報機関を利用して借入額等の

借入れの状況その他保証債務の履行能力に係る事項を確認することが望まし

い。  
2  協会員は、前項に規定する保証人となろうとする者から源泉徴収票、その

他の当該保証人の年収の額、保有資産、返済能力を明らかにする事項を記載

し又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。 
3  協会員は、保証人となろうとする者がすでに年収その他定期的収入の額の

年額の三分の一以上の債務を負っている者との間では、原則として保証契約
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を締結してはならない。  
4  保証人に対する事前交付書面は、保証契約締結日の前日までに交付をしな

ければならない。ただし、当該資金需要が緊急性又は定時性を要する場合（手

形債務の支払等のための資金需要である場合等）であって、当該保証契約締

結の相手方が当該顧客の定性的な評価、事業の定量的な評価を知り得る者で

ある場合には保証契約締結の当日に交付することを妨げない。  
5  前 4 項の規定は、保証人となろうとする者が次に掲げる者である場合には

適用しない。  
⑴ 資金需要者等たる法人の代表者、役員（ただし、当該法人から収入を得  

ていない取締役又は監査役若しくは社外取締役、会計参与、社外監査役又  
は会計監査人は除く。）  

⑵ 当該法人又は当該事業、事業者から得る収入で生計を一体となす者  
⑶ 法人  

（第三者の不動産の担保提供を受ける場合の留意点）  
第 35 条 第三者からの不動産担保提供を受ける場合、協会員は当該物件の所

有権が他に移転し、その生活環境が変化しても生活に苦慮するような事情が

内在されていないか、事前に不動産担保提供をする者に確認しなければなら

ない。また、確認にあたりその第三者が容易に転居先を決めることが可能で

あるか、第三者又は同居する者が移動困難な身体に障害のある者ではないか、

容易に環境の変化に対応する事が可能であるか等に留意した聴取等を行い、

記録・保存しなければならない。ただし、担保提供者がこの規則第 34 条第 5
項各号に掲げる者である場合を除く。  

（自己振出手形等の制限）  
第 36 条 協会員は、資金需要者等との間で貸付けに係る契約を締結する場合

において、その債務を履行するために自己振出手形又は先日付小切手の提供

を事前又は事後に受けたときは、充当する債務を特定することができるよう

にその内容を管理し、書面等を資金需要者等に交付しなければならない。  
2  協会員は、顧客から第三者による振出し又は引受けに係る手形の割引を行

う場合には、その手形の担保又は保全としてその資金需要者等から重ねて自

己振出手形又は小切手を徴求してはならない。  
3  協会員は、前各項において資金需要者等から手形の振出しを受ける場合に

は、手形記載要件の支払場所が、銀行等の公共の金融機関ではない約束手形

の振出しを受けてはならない。  
（書類の保管）  
第 37 条 協会員は、事業者向け貸付けに伴いこの規則の規定により資金需要

者等から取得した書面又は電磁的記録は、当該貸付けの契約に基づく債権に

ついてその全部の弁済を受けた日まで、これを保存しなければならない。  
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（事業者金融分野における営業告知行為の制限）  
第 38 条 協会員は、事業者でない個人に対して、法人又は個人事業者と同等

の金融サービスが受けられると誤認させるような不特定多数に向けた営業広

告を行ってはならない。  
（保証会社を付して行う貸付け）  
第 39 条 協会員が事業者との間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、保

証人として保証会社を付す場合には、この規則第 28 条の規定に従い、資金

需要者等に対して当該保証会社の資力等を示す指標等を明示するものとする。 
 

第 7 節  広告及び勧誘に関する規則 

第 1 款  総     則 

 

（目 的）  
第 40 条 本節の定めは、協会員の貸金業に関する広告及び勧誘が協会員の重

要な営業活動であるとともに、当該広告及び勧誘により提供される情報が資

金需要者等による業者及び商品選択に与える影響が大きいことにかんがみ、

協会員の貸金業に関する広告及び勧誘の適正な業務の運営を確保し、もって

資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。  
（定 義）  
第 41 条 本節において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。  
⑴  個人向け貸付けの契約に係る広告  

協会員が締結する貸金業法を根拠法とし、個人向け無担保無保証におけ

る金銭を貸付ける契約を広告することを指す。  
  ⑵  貸付けの契約に係る勧誘   

特定の資金需要者等に対して協会員が締結する貸金業法を根拠法とする

貸付けの契約を締結することを促すことを指す。  
（個人向け貸付けの契約に係る広告）  
第 42 条 個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、次の各号に掲げ

る事項に十分に留意しなければならない。  
⑴ 安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること  
⑵ 児童及び青少年への配慮をすること  
⑶ 貸付条件を明示すること  
⑷ 啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること  

（広告審査及び協会員による説明） 

第 43 条  協会員は、次の各号に掲げる個人向け貸付けの契約に係る広告を出

稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。 
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⑴  テレビＣＭ 

⑵  新聞及び雑誌広告 

⑶ 電話帳広告 

2  協会員は、前項各号以外に広告を出稿する場合においても、この規則第 54 
条、第 55 条、第 56 条で掲げる規定に充分留意しなければならない。 

3   協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿状況について、協会か

ら説明を求められた場合において、本節の規程に則ったものであることを事

後に説明することができるように、個人向け貸付けの契約に係る広告の出稿

の実績一覧表を保存するなど、協会員において適切な措置を講じなければな

らない。   

（新聞、テレビ等の業界諸団体との意見交換）  
第 44 条   協会は、この規則第 40 条に掲げる目的を達成するために、新聞、テ

レビ、ラジオ等の業界諸団体及び広告代理店の業界諸団体との必要な意見交

換に努めるものとする。  
 

第 2 款 個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビＣＭに関する遵守事項等 

 

（貸付条件等の表示）  
第 45 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビＣＭを行う

にあたっては、法第 15 条及び府令で定める事項を表示しなければならない。

また、その表示にあたり、以下の規定に則らなければならない。  
 
 

各項目  大きさ  秒数  備考  

①貸付利率  32 級以上  2.8 秒以上
〔大きさ〕小数点以下については

20 級以上  
②遅延損害金  

(利率 ) 
12 級以上  2.8 秒以上  

③年齢制限  12 級以上  2.8 秒以上  

④その他の事項  8 級以上  
特 に 指 定

しない  

・法第 15 条及び内閣府令で定める

事項を表示すること。  
・協会考査承認番号の表示  
・協会員であることを示す、会員

番号の表示及び協会マークの表

示  

（啓発文言）  
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第 46 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビＣＭを行う

にあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、次の各号に掲げる事項

を要素とした文言を表示することとする。  
⑴ 契約内容の確認（文言例 契約内容をご確認ください）  
⑵ 使い過ぎ借り過ぎへの注意喚起（文言例 収入と支出のバランスを大切  

に）  
⑶ 計画性のある借入れ（文言例 無理のない返済計画を）  

2  協会員は、前項に規定する啓発文言を表示するにあたり、次の各号に掲げ

る事項に留意しなければならない。  
⑴ 貸付条件表示と別に単独で表示すること。  
⑵ 啓発文言を表示する際、とりきり表示とし、露出秒数を 15 秒広告の場  

    合は、1.5 秒以上とし、30 秒広告の場合は 2.0 秒以上とする。  
  ⑶ 啓発文言表示は、ゴシック体にて 18 級以上とし、社名表示はＣＩ文字  

を使用せず 15 級以下とする。また、その他付随する文言を表示する場合  
は、8 級とする。  

（表現内容に関する留意事項）  
第 47 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビＣＭを行う

にあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項を留意しなけれ

ばならない。  
⑴ 安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること。 
⑵ ホームページアドレスを表示する場合、当該ホームページには、定めら

れた啓発文言の表示があること。また、返済シミュレーションを備えるこ

と。  
⑶ 15 秒ＣＭの 2 段積み放送は行わないこと。  

（放送時間帯、総量及び放映番組に関する留意事項）  
第 48 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビＣＭを行う

にあたっては、その放送時間帯、総量及び放映番組に関し、次の各号に掲げ

る事項に留意しなければならない。  
⑴ 以下に定める児童・青少年に配慮する時間帯には原則として放送を行わ  

ないこと。  
イ    7 時～9 時  
ロ 17 時～22 時  

⑵ 全国の放送局で選定する「青少年に見てもらいたい番組」への放送は行  
わないこと。  

⑶ ギャンブルを主体とした番組への提供は行わない。また、当該番組前後  
へのスポットＣＭについても配慮すること。  

⑷ 以下に定める放送量範囲での放送とすること。（地上波放送に適用）  
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イ 各放送エリアにおける放送総量：月間 100 本以内とし（15 秒=1 本換

算）、22 時から 24 時の時間帯の放映数上限は 50 本とすること。  
ロ 前号に規定する放送エリアについては、次に掲げる場合を除いて一道

県を 1 放送エリアとする。  
(ア ) 関東放送エリアは、1 都 6 県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉

県、茨城県、栃木県、群馬県）とする。  
(イ ) 近畿放送エリアは、2 府 4 県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、滋賀県）とする。  
(ウ ) 東海放送エリアは、3 県（愛知県、岐阜県、三重県）とする。  
(エ ) 九州放送エリアは、2 県（福岡県、佐賀県）とする。  
(オ ) 鳥取・島根放送エリアは、2 県（鳥取県、島根県）とする。  

     (カ ) 岡山・香川放送エリアは、2 県（岡山県、香川県）とする。  
 

第 3 款 個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオＣＭに関する遵守事項等 

 

（ラジオＣＭに関する自主規準）  
第 49 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るラジオＣＭを実施するにあ

たり、本款に定める事項に留意するものとする。  
（啓発文言）  
第 50 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るラジオＣＭ内に過剰借入れ

への注意喚起を行うことを目的とし、安易に借入れを助長する表現又はその

疑いのある表現を用いてはならない。  
（表現内容に関する留意事項）  
第 51 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオＣＭを行う

にあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項その他協会にお

いて別途定める事項に留意しなければならない。  
⑴ 安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること。  
⑵ ホームページアドレスを告知する場合、当該ホームページに定められる

啓発文言の表示があること。また、返済シミュレーションを備えること。  
⑶ 電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないこと。  

（放送時間帯に関する留意事項）  
第 52 条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオ CM を行う

にあたっては、その放送時間帯に関し、22 時から 27 時までの時間帯の放送

を行わないよう留意しなければならない。  
 
第 4 款 個人向け貸付けの契約に係る新聞、雑誌又は電話帳による広告に関する遵

守事項等 
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（貸付条件等の表示）  
第 53 条 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広

告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる事項を表示しなければならな

い。なお、「新聞」とは、全国紙、地方紙、ブロック紙、スポーツ紙、夕刊紙、

専門紙を、「雑誌」とは、新聞を除いた紙による定期刊行物を、「電話帳」と

は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する「タウ

ンページ」及び「ハローページ」等を指す。  
⑴ 法第 15 条及び内閣府令で定める事項  
⑵ 貸金業協会考査承認番号  
⑶ 協会員番号  
⑷ 貸金業協会マーク  
⑸ 協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般  

の相談及び苦情窓口（掲載の際は罫線で囲むこと。）  
2  協会員は、前項に基づく表示を行うに際しては、次の各号に掲げる点に留

意しなければならない。  
⑴ 前項第 1 号から第 3 号まで及び同項第 5 号に掲げる事項の表示に際して  

は、文字級数を 9 級以上とすること。  
⑵ 前項第 4 号に基づき貸金業協会マークを表示するに際しては、視認性が  

確保される程度の大きさとすること。  
3  前各項の規定にかかわらず、広告スペースが全一段相当以下の面積である

広告又は雑報広告（突き出し広告、記事中広告等を含む。）を出稿するにあた

っては、第１項第 2 号から第 5 号までの事項の表示は、協会員の任意とする。  
（啓発文言）  
第 54 条 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広

告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、次の各号

に掲げる事項につき啓発文言を入れなければならない。なお、本項の啓発文

言を踏まえた例示としては、以下の文言が考えられる。  
⑴ 貸付条件の確認  
⑵ 使い過ぎ、借り過ぎへの注意  
⑶ 計画的な借入れ  

＜文言例＞  
「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」  

2  協会員は、前項に基づく表示を行うに際しては、文字級数を 9 級以上とす

るよう留意しなければならない。  
（表現内容に関する留意事項）  
第 55 条 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広
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告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に

留意しなければならない。  
⑴ 安易な借入れを助長する表現、又はその疑いのある表現を排除すること。 
⑵ 比較広告を行わないこと。  
⑶ ホームページアドレスを表示する場合、当該ホームページに前条に規定

する啓発文言の表示があること。また、当該ホームページに返済シミュレ

ーションを備えること。  
（出稿先に係る留意事項）  
第 56 条 協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿

するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはな

らない。  
⑴ ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌  
⑵ 風俗専門紙及び風俗専門誌  

 
第 5 款 個人向け貸付けの契約に係るチラシによる広告に関する遵守事項等 

 

（新聞又は雑誌に係る規定の準用）  
第 57 条 協会員がチラシによる個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿する

にあたっては、この規則第 53 条第 1 項⑴、⑶、⑷、⑸、第 54 条、第 55 条、

第 56 条に掲げる規定を準用する。  
 
第 6 款  個人向け貸 付けの契約に係るインターネットによる広告等に関する遵守事

項等 

 

（ホームページへの明示事項等）  
第 58 条 協会員は、自社でホームページを設けるにあたり、次の各号に掲げ

る事項を協会員が取り扱う貸付けに係る商品を紹介するメインのページに明

示しなければならない（バナー広告を通して、自社ホームページに誘導する

場合においては、その誘導先の自社ホームページに以下を明示しなければな

らない。）。  
⑴ この規則第 54 条第 1 項に準じた啓発文言  
⑵ 貸金業登録簿に登録された商号、名称又は氏名  
⑶ 貸金業登録番号  
⑷ 協会員番号  
⑸ 登録簿に記載された電話番号  
⑹ 返済シミュレーション（クリックにより、返済シミュレーションの専用  

ページに誘導するハイパーリンク又は画像の表示を含む。）  
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2  協会員は、前項各号に規定する事項を明示するに際しては、表示可能スペ

ースを考慮し、明瞭に判読できる大きさの文字級数で表示するよう留意しな

ければならない。  
3  協会員は、風俗・ギャンブル関係ホームページへ融資に係る広告を出稿し

てはならない。  
 

第 7 款 その他媒体による個人向け貸付けの契約に係る広告に関する留意事項 

 

（その他媒体による個人向け貸付けの契約に係る広告に関する留意事項）  
第 59 条 協会員は、交通広告など、本節第 2 款から第 6 款に掲げる以外の媒

体を通して個人向け貸付けの契約に係る広告を行うにあたっては、この規則

第 40 条に定める目的を踏まえ、この規則第 53 条第 1 項⑴、⑶、⑷、⑸、第

54 条、第 55 条、第 56 条に掲げる規定を十分留意しなければならない。  
2  協会員は、出資法の制限の範囲内において利息制限法所定の上限金利を超

える利息の支払を伴う融資に係る広告をパンフレットにより行うにあたって

は、当該パンフレットの記載を通じて、法第 43 条第 1 項に規定するみなし

弁済につき、利息制限法及び出資法上の上限金利とともに説明しなければな

らない。パンフレットの記載としては、例えば、以下の記載が考えられる。  
＜記載例＞  
利息制限法においては、同法所定の上限金利（15～20％）を超える利息の契  
約は、超過部分について無効とされていますが、法第 43 条第 1 項（任意に  
支払った場合のみなし弁済規定）では、同法所定の契約書面及び受取証書が  
交付されていること等を条件に、超過部分の利息の支払も有効な利息債務の  
弁済とみなす旨が規定されています。なお、出資法上の刑罰金利は、業とし  
て金銭の貸付けを行う場合につき、2010 年に予定されている上限金利の法改  
正までは、29.2%となっています。  

 
第 8 款  企業広告に関する遵守事項等 

 

（目 的）  
第 60 条 本款の定めは、本節第 2 款から第 7 款に掲げる以外の広告は、一般

的に企業広告、すなわち、その内容として当該企業の特定のサービスの利用

促進を訴求するものではなく、企業の理念や主張、姿勢を広く遍く、一般消

費者に伝える広告が大半であるが、本款においては、協会員又は協会員にな

ろうとする者（以下この款において「協会員等」という。）に対して、国会の

附帯決議を踏まえ、一般的な企業広告のうち、第 61 条に定める屋上広告看

板等の新設について自主規制規則を定め、過剰借入れの抑制など、多重債務
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問題への対応とし、また、景観等への配慮に寄与することを目的とする。  
   なお、次の各号に掲げる事項の告知を目的とする広告のうち、営業広告と

の差異が明確でない広告に関してはその取扱いを別途協会において協議する。

また、協会員等は既設の屋上広告看板等についても多重債務者の発生を防止

する観点から適切な対応に努めるものとする。  
⑴ セミナー、シンポジウム、芸術・文化・スポーツイベント等の告知（協  

賛含む。）  
⑵ 挨拶、意見、主張、御礼、お詫び  
⑶ 新会社設立、企業提携又は合併、社名又はマーク変更  
⑷ 周年、株式上場、店頭公開、ブックビルディング  
⑸ ＣＳＲ  
⑹ 法改正、規制緩和、制度改革  
⑺ 人材募集  
⑻ 社名、相談窓口、企業概要  
⑼ 消費者等に対する啓発  
⑽ 看板  

（定義等）  
第 61 条 本款における「屋外広告看板等」とは、屋外で公衆に表示される企

業広告であって、以下に掲げる屋上広告看板及び壁面看板をいう。  
⑴ 「屋上広告看板」とは、建物の屋上に附帯させて設置する看板をいう。  
⑵ 「壁面看板」とは、建物の壁面を利用した一面の盤面が 100 平方メート

ル以上の看板をいう。  
（屋外広告看板等に関する全般的な留意事項）  
第 62 条 協会員等は、屋外広告看板等を設置するにあたり、本款の目的を踏

まえ、次に掲げる各号を留意しなければならない。  
⑴ 景観等への配慮をすること。  
⑵ 借入れを促す表現を表示しないこと。  
⑶ 電話番号又はインターネットアドレスを表示する場合には、「問い合わせ  

先」とし、「申込先」とはしないこと。  
⑷ 条例等が定められている場合は、これに抵触しないこと。   
⑸ 24 時以降は消灯すること（ただし、貸金業以外の業種を主たる収益源と  

している協会員等が設置している場合を除く。）。  
（屋外広告看板等の設置に関する留意事項）  
第 63 条 協会員等は、屋外広告看板等を新設するにあたり、多重債務者の発

生を防止する本款の目的を踏まえ、原則として、協会設立日において設置し

ていた既設の屋外広告看板等の設置数を超えないものとする。ただし、以下

に掲げる場合は、多重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえた対応に
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留意しながら、設置することができる。  
⑴ 協会設立以降に新たに貸金業登録を行った新規参入業者たる協会員（た  

だし、協会設立時点で貸金業登録をしている協会員が総株主等の議決権（総

株主、総社員又は総出資者の議決権（株式会社にあっては、株主総会にお

いて決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することがで

きない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第 3 項の規定により

議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）をいう。）

の 100 分の 50 を超える議決権を直接又は間接に保有している新規参入業

者たる協会員を除く。）が設置する場合  
⑵ 貸金業以外の業種を主たる収益源としている協会員等が設置する場合  
⑶ 協会員等が所有する建物に設置する場合  
⑷ 合併、会社分割又は事業譲受等に伴って屋外広告看板等を継承等したと  

きその他特段の理由が認められる場合  
（協会員による説明） 

第 64 条 協会員等は、自己の設置する屋外広告看板等について、協会から説

明が求められた場合において、この規則第 62 条及び第 63 条に則ったもので

あることを説明することができるように、自己の設置する屋外広告看板等に

おいて各地方自治体より交付される屋外広告物許可書などを保管するなど、

協会員等において適切な措置を講じなければならない。  
 

第 9 款  貸付けの契約に係る勧誘に関する規則 

 

（目 的）  
第 65 条 協会員は、資金需要者等の利益の保護という法の目的にかんがみ、

本款に定める事項を遵守しなければならない。  
（貸付けの契約に係る勧誘の承諾）  
第 66 条 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し

ては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければな

らない。当該承諾の取得方法としては、例えば次の各号に掲げる方法が考え

られる。  
⑴ 店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を  

作成及び保管する方法  
⑵ 協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法  
⑶ 自動契約機又は現金自動設備などのタッチパネル上において承諾を取得  

する方法  
⑷ 電話通信の方法により承諾を取得する方法  
⑸ 書面により承諾を取得する方法  
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2  協会員は、前項第 2 号から第 4 号に規定する方法により承諾を受けた場合

には、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならな

い。  
3  協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締

結の目的に照らして不適当と認められる貸付けの契約の勧誘を行ってはなら

ない。  
4  協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理

解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行って

はならない。  
5   協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人

信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。  
（再勧誘に関する留意事項）  
第 67 条 協会員は、勧誘の対象となる者との間の契約関係の有無にかかわら

ず、勧誘の対象となる者の私生活や業務の平穏を保護する必要がある。借入

れに関する合理的な判断を確保する観点から禁止されるべき再勧誘の期間及

び範囲は、当該対象者の置かれた状況等により異なるため、これを一概に示

す事は困難であるが、協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒

否の意思表示に応じ、概ね以下を目処として対応しなければならない。また、

協会員は、その拒否の事実を記録し、協会員が自ら定める期間、これを保存

しなければならない。  
⑴ 当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表  

示を行った場合（例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の  
連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等）  

     当該意思の表示のあった日から最低 1 年間は一切の勧誘を見合わせるも

のとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレ

クトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与え

る影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする。  
⑵  当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き  

受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合（例えば、当  
該  勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらな  
い。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する  
旨の意思を明示的に表示した場合等）  

      当該意思表示のあった日から最低 6 ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこ

れと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする。  
⑶ 前各号に掲げる場合以外の場合であって、当該勧誘対象者が勧誘に係る  

取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合  
当該意思表示のあった日から最低 3 ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこ
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れと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする。  
2  前項の規定により禁止される勧誘の態様は、次の各号に掲げる方法による

勧誘その他の勧誘の対象となる者の私生活又は業務の平穏を害する勧誘をい

い、協会員は、資金需要者等による拒絶の意思の内容に応じて、前項各号に

定める対応をしなければならない。  
⑴ 資金需要者等の居宅又は勤務先その他居宅以外の場所への架電  

  ⑵   資金需要者等が所有し、又は勤務先から貸与を受けた携帯電話への架電  
  

第 8 節  取立て行為に関する規則 

 

（目 的）  
第 68 条 本節の規定は、協会員が法第 21 条の取立て行為の規制に違反するこ

となく、債務者等に債権の取立てを行うに際し、その適正な業務の運営を確

保し、もって資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。  
（社内態勢整備）  
第 69 条   協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する

法律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第 21 条第 1 項に定める「威

迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に

該当する恐れがあること、また、この規則第 70 条、第 71 条及び第 72 条を

留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。なお、社内態勢整備に

あたっては業容規模や個人又は事業者を対象にした契約内容により、その方

法は一律に定められるものではないが、自らの業務形態を踏まえた上で、電

話、訪問、文書、電子メールなど態様別に、且つ、出来うる限り客観的な基

準を設け整備を行う必要がある。また、債務者等以外にも、代理人弁護士や

司法書士、親族及び第三者に対しても留意しなくてはならない。  
⑴   大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。  
⑵   多人数で訪問すること。  

    例示として、3 名以上が挙げられる。  
⑶   不適当な時期に取立ての行為を行うこと。  

例示として、以下が挙げられる。  
イ   親族の冠婚葬祭時  
ロ   年末年始（12 月 31 日から 1 月 3 日）  
ハ   債務者等の入院時  
ニ   罹災時  

⑷   債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため  
必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は  
司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の  
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方法をもって判明した場合、若しくは財団法人日本クレジットカウンセリ  
ング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求する  
こと。  

⑸   反覆継続した取立て行為を行うこと。  
例示として、以下が挙げられる。  
イ   電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に 4 回以上行うこと。  
ロ   電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から 3 日以内

に行うこと。  
⑹   親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。  

例示として、以下が挙げられる。  
イ   各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。  
ロ   支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。  

2   取立て行為を行うにあたり次の事項を記録・保存しなければならない。  
  ⑴ 相手先（債務者等、代理人弁護士、親族または第三者の別）  
  ⑵  日時、場所及び手法（電話、訪問、文書、電子メールの別）  

⑶  担当者  
  ⑷  内容（相手先との折衝内容、文書内容を含む。）  
（正当な理由を有さない取立ての禁止）  
第 70 条 法第 21 条第 1 項第 1 号に規定する「正当な理由」の有無については、

個別の事実関係に即して判断するべきものであるが、例えば、次の各号のよ

うな場合には、特段の事情がない限り「正当な理由」が認められない可能性

が高いものと考えられる。  
⑴ 債務者等の自発的な承諾がない場合  

  ⑵ 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にある場合  
（社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由がない取立ての禁止） 
第 71 条 法第 21 条第 1 項第 2 号に規定する「社会通念に照らし相当と認めら

れないことその他正当な理由」の有無については、個別の事実関係に即して

判断するべきものであるが、例えば、以下のような場合には、特段の事情が

ない限り社会通念に照らし相当と認められる可能性が高いものと考えられ、

取立てをすることは出来ない。  
⑴ 次の各号に該当する場合その他債務者の申出に合理性があると認められ  

る場合  
イ 債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から 1 ヶ月を超えない

範囲で弁済期日を示された場合であって、当該期日に近接して給料日そ

の他確実な収入が見込まれる日が存在するとき。  
ロ 直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されてい

る場合  
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ハ 通常の返済約定を著しく逸脱したとは認められない申し出がなされた

場合  
ニ 申し出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への

弁済行為を行う等の事情が認められない場合  
ホ 申し出に係る返済猶予期間中に債務者等に支払停止、破産開始等の申

立て、所在不明等債務者から返済を受けることが困難であることが確実

と認められる事情が生じていない場合  
（正当な理由を有さない居宅以外への取立ての禁止）  
第 72 条 法第 21 条第 1 項第 3 号に規定する「正当な理由」がある場合とは、

協会員において債務者等の居宅への架電等の通常考えられる合理的な手段を

講じたにもかかわらず、債務者等との連絡が困難な場合及び連絡を拒否する

場合に、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にないと判断するよう

な場合をいい、特段の事情のない限り、例えば次のような場合が「正当な理

由」があると認められる可能性が高いものと考えられる。  
⑴ 債務者等から自発的な承諾がある場合  
⑵ 債務者等が申告した住所その他の連絡先を事前連絡なく変更したおそれ  

がある場合  
⑶ 2 日以上にわたり、かつ異なる時間帯に債務者等の居宅に複数回の架電  

等を行ったにもかかわらず、当該債務者等に連絡が取れないなどの状況に  
あり、居宅以外の場所に架電等の措置をとる必要性が認められる場合  

⑷ 債務者等から連絡を受ける時期の申出を受けたため、当該申出に従い連  
絡したにもかかわらず、連絡を取れない状況が 3 回以上続いている場合  

 
第 9 節  取引履歴の開示に関する規則 

 

（目 的）  
第 73 条 本節の規定は、債務者又は債務者等であった者（以下、この節にお

いて「債務者等」という。）が行う自身の取引の履歴開示請求に対し、協会員

は、信義則に基づき誠実に対応しなければならない。また、開示にあたって

は請求者が顧客等本人であることの確認を十分かつ適切に行う上での協会員

が行うべき手続等を定めることを目的とする。  
（本人確認の方法）  
第 74 条 協会員は、債務者等若しくはその代理人又は公的機関から当該債務

者等についての取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、取引履

歴の開示請求を行った者の資格について次項以下の規定に従い十分かつ適切

に確認を行わなければならない。  
2  協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求
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を受けた場合には、協会員は、その保管する貸付けの契約その他の取引に関

係する書類に記載された情報を用いることなどにより、債務者等の負担がよ

り少ない方法により債務者等本人であることが確認できる場合など、合理的

な方法により確認することができる場合には、当該方法を用いて確認をする

ことが適切である。また、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関

する法律（平成 19 年法律第 22 号）施行規則第 4 条に規定する本人確認書類

（写しを含む。以下「本人確認書類」という。）の提示を求めることもできる

ものとする。  
3  協会員は、債務者等から委任を受けた代理人（以下「代理人」という。）

から当該債務者等の取引に係わる取引履歴の開示の請求を受けた場合には、

当該代理人が債務者等に代わり債務の弁済を行おうとする者であり過去に弁

済の取引がない場合や、開示の求めに際して提示された書面の記載内容に不

審な点がある場合等、確認を慎重に行わなくてはならない。  
4  前項の規定にかかわらず、協会員は、債務者等から委任を受けた代理人が

弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士法第 3 条第 2 項に規定する司法

書士若しくは司法書士法人（以下まとめて「弁護士等」という。）である場合

には、次に掲げる事由につき、次に定める方法により確認することができる

ものとする。  
 ⑴ 債務者等から弁護士等が当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示につ  

いて委任を受けたこと  
  イ 弁護士等から、債務者等から取引に関わる取引履歴の開示について委

任を受けた旨及び債務者等に係る確認のための情報（債務者等の氏名・

自宅住所・生年月日等。以下「属性情報」という。）が十分に記載された

通知（債務整理等に係る受任の通知を含む。）を受ける方法  
  ロ 債務者等との面談又は電話における協議において、債務者等から取引

に関わる取引履歴の開示について代理人に委任をする意思表示（債務整

理等の委任に係るものを含む。）がされ、弁護士等である代理人から遅滞

なく受任の通知を受ける方法  
 ⑵ 弁護士等が委任を受けた本人であること  
     開示を求める受任の通知における委任を受けた弁護士等の氏名及び所属

する事務所の名称、住所及び電話番号等の記載に基づき、当該弁護士等

の所属する弁護士会又は司法書士会に対して照会して確認する方法  
5   協会員は、財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依

頼を受けて行う弁済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係

る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該請求が真正の「介入通知書」

によるものであること、及び当該債務者の「依頼書」が添付されていること

を確認することによって行う。  
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6  協会員は、公的機関から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求

を受けた場合には、当該公的機関に対し、その開示を求める法令等の根拠に

ついて確認をしなければならない。なお、公的機関から開示を求められた場

合であっても、債務者等の個人情報が必要以上に開示されることがあっては

ならず、公的機関について事実関係の確認を十分に行わなければならないが、

債務者等の属性情報が、閲覧又は謄写の請求を受けた協会員が管理している

個人情報と相違している場合その他当該公的機関について開示を求められた

内容に不明な点がある場合などは、当該公的機関に所要の確認を行うなど万

全を期するよう留意しなければならない。  
（取引履歴の開示の方法）  
第 75 条 協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場

合には、開示する営業所等を指定し、そこにおいて取引履歴を記載した書面

の交付を行うこととする。  
2  協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を

受けた場合には、請求を行った者に対し当該複製を郵送する方法等協会員が

定める方法によりこれに応じることができる。  
 

第 10 節  過払金支払に関する規則 

 

（振込口座）  
第 76 条 協会員は、いわゆる過払金の支払いは、多重債務者の家計再建を資

することもその目的の一つとなっていることから、その支払いを行うにあた

り、当該債務者等に対して過払金総額の通知を行い、当該債務者等が指定し

た届け出口座に振込みによる支払を行うことができるものとする。  
2  協会員は、前項の規定にかかわらず、債務者等が弁護士等に委託をしてい

る場合、過払金の返還を行うにあたり、その振込先口座について、債務者自

身の口座であるか又は弁護士等の口座であるかについて、書面により確認を

行うことができるものとする。  
 

第 11 節  債権譲渡等に関する規則 

 

（目 的）  
第 77 条 本節の規定は、協会員が貸付けに係る契約に基づく債権（以下「貸

金債権」という。）を他人に譲渡する場合には、法第 24 条第 1 項で定められ

た債権譲渡に関する規定を遵守するとともに、債権回収会社その他適切な第

三者に対して債権譲渡が行われることを確保し、また、譲渡債権に関する帳

簿の備付け並びに閲覧及び謄写を適正に行われることを確保し、もって債務
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者等の利益の保護を図ることを目的とする。  
（譲渡の相手方等の選定等）  
第 78 条 協会員が貸金債権を他人に譲渡するにあたっては、譲受人が貸金業

者や債権回収会社など金銭債権の管理及び回収業務につき専門的な知識及び

経験を有する者となるよう留意しなければならない。  
2  貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認

識が一致していないものや債務者において支払いを遅延し回収困難にあるも

のなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のあ

る債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として

行う場合には、弁護士法や債権管理回収業に関する特別措置法に抵触するお

それがあることに留意するとともに、債権管理回収業に関する特別措置法（サ

ービサー法）第 18 条第 5 項において、利息制限法に定める制限額を超える

利息・賠償金の支払いの約定がなされている債権について、利息制限法の制

限額内に引き直さずに履行の要求を行うことが禁止されていることに留意し、

引き直し後の残債権額が 0 円以下のものが含まれないよう留意しなければな

らない。  
（譲渡債権に係る帳簿の開示及び保管）  
第 79 条 協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及

び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において

譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者

等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。なお、

協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から 10 年間

帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じる

よう努めるものとする。  
 

附     則 

 

1  この規則は、平成 19 年 12 月 19 日から施行する。  
 
2  この規則その他の規程（本条において「自主規制規程」という。）は、貸

金業の規制等に関する法律の規制等に関する法律等の一部を改正する法律に

おける第二条改正に則した規定であるところから、その後の段階的施行にお

いて、また、同改正法（平成 18 年 12 月 20 日法律第 115 号）附則第 67 条に

よる法の見直しその他の法令の改正等があったときは、これを見直すものと

する。  
3  協会は、前項にかかわらず、完全施行日までの間に、この規則の実施状況、

経済金融情勢その他諸般の事情を総合考慮し、この規則の見直しを行うもの
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とする。  
 

附     則（平 20. 3. 1） 

 

この改正は、平成 20 年 3 月 1 日から施行する。  
（注）改正条項は、次のとおりである。  
   第 74 条第 2 項を改正。  

  
附     則（平 20. 5. 1） 

 

この改正は、平成 20 年 5 月 1 日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

   第 11 条第 1 項を改正。 

 

附     則（平 21. 6.18） 

 

この改正は、平成 21 年 6 月 18 日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

   第 11 条第 1 項、第 24 条 1 項、第 43 条 1 項、 

第 53 条第 1 項、第 3 項、第 54 条第 1 項、第 55 条を改正。 

 


